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教育厚生委員会会議録 

日時 平成２２年６月１１日（金） 開会時間  午前１０時０４分 

閉会時間  午後 ２時１８分 

 

場所     第４委員会室 

委員出席者  委員長  山下 政樹 

副委員長 白壁 賢一 

委員   中村 正則  内田 健   保延  実   望月 勝 

  木村 富貴子 仁ノ平 尚子   

 

委員欠席者  なし 

 

説明のため出席した者 

福祉保健部長 古屋 博敏  福祉保健部次長 三枝 幹男  

福祉保健部次長 河野 義彦 福祉保健部技監 水谷 均 

福祉保健総務課長 篠原 道雄  監査指導室長 遠藤 晋  長寿社会課長 桐原 篤 

国保援護課長 中澤 卓夫  児童家庭課長 横森 梨枝子   障害福祉課長  鈴木 治喜 

医務課長 吉原 美幸  衛生薬務課長 山本 裕位  健康増進課長 荒木 裕人 

 

 教育委員長 須田 清  教育長 松土 清  教育次長 佐藤 安紀 

次長 八木 正敏  総務課長 広瀬 正三  福利給与課長 古屋 成和 

学校施設課長 望月 和俊  義務教育課長 堀之内 睦男  高校教育課長 奥田 正直  

新しい学校づくり推進室長 秋山 孝  社会教育課長  上笹 純夫  

新図書館建設室長 篠原 昭彦  スポーツ健康課長  相原 繁博          

学術文化財課長 一瀬 文昭 

 

 

 

議題  第６４号  山梨県国民健康保険広域化等支援基金条例及び山梨県後期高齢者医療財

政安定化基金条例中改正の件 

    第６７号  山梨県学校職員の勤務時間等に関する条例中改正の件 

第６８号  平成２２年度山梨県一般会計補正予算第１条第２項歳出中教育厚生委員

会関係のもの 

    承第３号  山梨県立学校授業料、入学料及び入学審査料条例中改正の件 

    承第５号  地方独立行政法人山梨県立病院機構中期計画の認可の件 

    請願第１９－１７号  原爆症認定制度の抜本的改善を求めることについて 

    請願第２０－７号   後期高齢者医療制度の廃止を求めることについて 

    請願第２０－１２号  介護保険制度の改善を求めることについて 

    請願第２１－７号   日本軍「慰安婦」問題に対して、政府に誠実な対応を求める

ことについての請願事項の３ 

    請願第２１－１３号  教育格差をなくし、子どもたちに行き届いた教育を求めるこ                             

             とについて 

 

審査の結果     議案については、いずれも原案のとおり可決すべきものと決定した。 

また、請願については、いずれも継続審査すべきものと決定した。 
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審査の概要  午前１０時４分から午前１１時４９分まで福祉保健部関係の審査を行い、

休憩をはさみ午後１時０５分から午後２時１８分まで教育委員会関係の審

査を行った。 

 

主な質疑等  福祉保健部関係 

 

  ※第６４号  山梨県国民健康保険広域化等支援基金条例及び山梨県後期高齢者医療財政

安定化基金条例中改正の件 

 

質疑       なし 

 

討論  なし 

 

採決 全員一致で原案のとおり可決すべきものと決定した。 

 

※第６８号  平成２２年度山梨県一般会計補正予算第１条第２項歳出中教育厚生委員 

会関係のもの 

質疑 

 

       （安心こども基金事業費について） 

仁ノ平委員  福の３の上段にマル新とありますが、その事業についてお伺いいたします。

県内でも子ども手当の受給が今、ピークで進んでいるとのことですが、親と

一緒に暮らせない子供はどうなるのかなと思っていたところ、このご提案で

ちょっとほっとしているんですが、そこで伺わせてください。施設入所など

によって親と生計を一にしていない子供たちは県内にどれぐらいいるんで

しょう。 

 

横森児童家庭課長  お尋ねの件でございますが、県内では３７０人ほどいるということで予算

立てをさせていただいております。 

 

仁ノ平委員  その３７０人の子供にも子ども手当相当分が支給されるということでほ

っとしております。ちょっと心配なのですが、施設入所の子供たちというこ

とで、施設の改修などにこのお金が使われてしまうことはないんでしょうか。 

 

横森児童家庭課長  施設ではなくて、あくまでも子ども手当と同じでございますので、子供の

ために使っていただくということで、１人１カ月１万３,０００円という特

別支援を行うということでございます。 

 

仁ノ平委員  ということは、この使い道なんですけれども、４月にさかのぼって、今年

４月から来年３月までの分として、子供１人に１５万６,０００円が行くか

と思うんですけれども、食べたり、飲んだり、服を買ったり、スイミングに

行ったり、塾に行ったり、そういうことに使っていいんですか。 

 

横森児童家庭課長  はい。委員のおっしゃるとおりで、物品等の購入、それから、対象児童の

趣味とか、会食、旅行等の活動に要する経費ということで、ただし、金銭給

付は除くということになっております。 

 



平成２２年６月定例会教育厚生委員会会議録 

- 3 - 

仁ノ平委員  貯金はいいんでしょうか。 

 

横森児童家庭課長  申しわけございません。子ども手当の安心こども基金から出ている補助金

ということですので、新聞紙上等でも、貯蓄に回すお母さん方が大分多いと

報道されておりますけれども、残念ながら、これにつきましては、通常の子

ども手当のように、貯金するということには使えないことになっております。 

 

仁ノ平委員  何らかの理由があって施設で暮らす、あるいは里親さんのもとで暮らす、

そういう子供たちは、中学なり高校を出たら、自立しなければいけないわけ

ですよね。その時点で早急にアパートを借りる子も多いだろうし、里親さん

のもとにいる子供にもこれが支給されると思うんですが、里親さんのところ

にいられるのは、たしか、２０歳までですよね。この子たちにこそ、せっか

くの支給ですから、年間１６万円弱を全額ではなくとも、半分としても８万

円、毎年貯金していけば、必要なときの大きな足しになると思うんですよ。

もちろん飲んだり食べたり、服を買ったり、スイミングに行くのもいいと思

うんですが、この子たちほど、貯金を望むのであればそうさせたい。そうし

た意味で、子ども手当とは別の制度だとは理解するんですが、子ども手当が

続く限り、多分、似たような事業も国は創設するだろうと。ぜひ県内施設や

里親さんの意見を聞いて、貯金もできるという制度に改変していくよう国の

ほうに声を上げてほしいと私は強く望みます。いかがでしょう。 

 

横森児童家庭課長  この特別支援は平成２２年度に限った制度でございまして、平成２３年度

につきましては、まだ決まっておりません。これにつきましては、来年の３

月分までの支給ということで終わってしまいますので、県といたしましても、

すべての子供にという、子ども手当の趣旨ということからいいまして、施設

にいらっしゃる子供さんにも子ども手当として支給ができるような形を国

に要望してまいりたいと思います。 

 

仁ノ平委員  最後になります。里親さん、施設からの声を聞く機会はないですか。 

 

横森児童家庭課長  ご審議いただきまして、補正予算がこの議会で通りましたならば、施設長

さん、それから、里親さんたちを対象に、この特別支援の支給につきまして

説明会を開催させていただきますので、その機会に里親さん方のご要望につ

いてもお伺いしたいと思っております。 

 

仁ノ平委員  絶対、貯金という声は出ると私は予想します。来年度以降の制度設計が行

われる場合は、ぜひ県からも声を上げてほしい。要望して終わります。 

 

木村委員  子宮頸がん予防ワクチンについてお伺いいたします。昨年、私の知り合い

で４０代の体操の先生をしている、とても元気な方が急に亡くなって、子宮

頸がんだということで大変驚きました。また２月１４日に子宮頸がんの講演

会がありましたので、県立中央病院の寺本先生の話を聞きにまいりました。 

  そこで、きのうも一般質問がされたわけで、重なるかもしれませんが、全

国で約２ ,５００人の方が亡くなって、山梨県においても、年間７０人から

８０人が罹患して、そして、亡くなる方が約２０人ぐらいいるんだと。それ

もやっぱり２０歳からの若い女性に多いという話を伺ったんですね。このが

んは唯一、ワクチンで予防できるということをそこでしっかりと聞いたんで

すが、今回の補正予算で全国に先駆けて、予算が盛られていることは大変う
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れしく思っています。 

  そこで、何点かお伺いをいたしたいと思います。まず１点目は、補助制度

を活用する市町村がどのくらいあるのか。そして、現在まだ検討中、実施し

ないというような市町村があるのかどうか。新聞には載っていましたけれど

も、県として把握している現状をお聞きしたいと思います。 

 

荒木健康増進課長  補助制度の活用をしようとしている市町村の現状ということでのご質問

でございます。現在、事務レベルで、市町村におきましても、市議会等での

議案提出をし、それで検討されているところもあると思いますけれども、現

在のところ、県で把握している限りでございますと、県内２７市町村のうち、

２５市町村が６月議会にかけられていると。１市につきましては７月に臨時

議会という形、もう１つの市につきましても、できるだけ速やかにというこ

とで、９月議会にはかけたいというような要望があると伺っております。以

上でございます。 

 

木村委員  わかりました。この前どこかに載っていましたけれども、年度内を超える

とどうなるのかというような、たしか、そのようなお話もあったと思うんで

すが、前倒しというか、その点はどのようになるんでしょうか。７月では間

に合うと思うんです。９月だと年度内に接種完了ということを考えると、あ

と半年しかなく、ちょっと心配になるんですが、その点はどのようにお考え

でしょうか。 

 

荒木健康増進課長  まず、市町村が制度を開始すると。その時期が遅くなった場合に、子宮頸

がん予防ワクチンにつきましては、３回接種をする。１回目を打ちまして、

２回目が１カ月後、３回目が最初の接種から６カ月後ということになります

ので、接種期間が年度に行われるということにつきまして、例えば期間が出

た場合にどういう対応が必要なのかというところだと思われます。 

  この補助制度につきましては、今回、対象学年ということで、小学６年生

の女子及び中学３年生の女子としております。ワクチンが３回、そして、６

カ月にわたるということもございますので、市町村に対して、できるだけ早

く制度をつくっていただいて、年度内にまず接種が完了できるような制度創

設を呼びかけているということでございます。 

  それ以降の、例えばもし遅くなりまして、年度内に接種ができない、完了

できない者に対しまして、市町村が補助するということについては、こちら

として妨げるものではないという実状になります。以上でございます。 

 

木村委員  制度自体が市町村の実施ということでありますから、地域の住民がこの制

度の恩恵にあずからないということにはならないと思うんですけれども、昨

日の仁ノ平議員に対する答弁で、たしか、高額なので補助するんだという答

弁があったわけですよね。それで、市町村が万が一、実施しない場合には、

県民として、女の子が受けたいというのであれば、これは不公平になるんで

はないかなと、その点を心配したんですけれども、そういう点はないと。な

いことはないですよね。きっと間に合うという観点で答弁をいただいている

から、心配ないと思うんですけれども、もし市町村が実施しない場合には、

県としては、市町村が実施すべきことですから、関与しないということにな

るのか、もう一度お伺いします。 

 

荒木健康増進課長  全市町村が制度の創設に向けて動き出されているということで、ご懸念の
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点というのは結果的にはなかったということですが、もし万が一、制度がで

きなかったという場合のご質問だと理解しています。この制度の趣旨につき

まして、まず県と市の役割分担ということを考えさせていただきました。ま

ず、住民の健康づくり、あるいは予防接種事業という、不定期の予防接種、

あるいは他の任意の予防接種もそうでございますが、実施主体は基本的には

市町村となっております。今回の事業につきましては、これはがん検診もや

らないといけないものでございますので、がん検診実施とあわせて、やはり

市町村が直接の実施主体になっていただくということがよろしいかと思い

ましたので、それに県が基本の政策誘導的な補助制度を行う形とご理解いた

だければよいかと思います。以上でございます。 

 

木村委員  子宮頸がん予防ワクチン接種に関する高校生への公費助成拡大について

の要望が、高等学校のＰＴＡ連合会より出されて、控え室のほうにも来たん

ですけれども、実は私の家にも中学生の女の子がいまして、私はまだこの話

が出る前に、ワクチンを孫に受けさせたいという話をして、１５歳までだと

産婦人科じゃなくても、小児科でもいいという話をしましたら、父親がすか

さず、「何で産婦人科だ。小児科に行け」と大きな声で言ったんです。２０

歳前の女の子が産婦人科に行くというのは確かに抵抗があり、行きづらいん

ではないかなと私は思います。しかし、ワクチンを打ちに行くということで

あれば、それは診察をするわけではないのですから、行きやすくなるわけな

んですね。そこで、市町村の中にも、高校生までを補助するというところも

新聞記事に出ていましたが、それをまず確認をさせていただきたいと思いま

す。年齢等についてです。 

 

荒木健康増進課長  ワクチン接種の今回の年齢の設定の仕方ということと、例えば今後の年齢

の高校生の話だと理解いたしました。まず、今回、ワクチン接種の対象にな

る年齢の設定の考え方でございますけれども、日本産科婦人科学会あるいは

日本小児科学会等の日本の権威のある学会等が推奨している年齢が、１１歳

から１４歳ということでございます。年度当初でいきますと、小学校６年生

から中学校３年生までになるということでございます。 

  さらに、今回の子宮頸がん予防という観点から、このワクチンが非常に効

果が発揮されるためには、ウイルスの感染前であることとなっております。

ということでございますので、まずは推奨年齢の一番下となります小学６年

生をしっかりと接種するということが必要かなと思いましたので、推奨年齢

をもとに、小学校６年生と中学３年生という設定にさせていただきました。 

  また、今回、制度をつくらせていただいて、実施状況、実績、あるいは効

果、そういったものを県のがん対策協議会等でご審議あるいは検討していた

だきまして、今後の接種対象年齢をどうするかというところについても、こ

れは先の話で、絶対やりますという話ではないんですけれども、そういう検

討がされるものと期待しております。以上でございます。 

 

木村委員  ぜひご検討いただきたい。女性は家庭の太陽であり、また、女性の健康と

いうことにぜひご理解いただいて、医療費もさらに軽減されるということが、

先生からもお話がございましたので、その点要望いたしまして、終わりたい

と思います。 

 

 

白壁副委員長  子宮頸がんの関係で相当勉強になったといいますか、きのうの議会の一般
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質問の答弁を聞いていますと、今回のこのワクチンにはあまり効果がないと

感じました。その点、勉強になったということでありますが、１００％のう

ち７０％しか効果がない。２００５年、平成１７年かな、１年間のがんの患

者が７５名、そのうちの２２名が死亡。たった２２名ということだというこ

とでありました。 

  こんなことで、今朝、新聞の切り抜きを見ながら、女房と話をしました。

きのうの一般質問では、６ ,３００万円の予算に対してたった２２名しか助

けられないのに、６,３００万円の大金をかけているという話をしましたら、

「そんなことを言ったら、大変なことになりますよ。人の命は地球より重い

んですよ」と。 

  近所に中学校があります。その中学校で、今回、耐震をするようでござい

ます。耐震で約２０数億円かけまして、３００人の子供の命を助ける。割る

と、１人当たり幾らになるんでしょうということでございます。 

  まず、こんなことを考えながら、何点かお伺いしたいと思います。きのう

の答弁の中で、子宮頸がんのワクチン、たった７０％しかこのワクチンは効

かないということでありました。この点について、もう一度詳しくご説明い

ただければと思います。 

 

荒木健康増進課長  まずワクチンの予防ができるのはどのくらいの割合なのかというような

ご質問と理解いたしました。今回のワクチンは、少し詳しいというか、専門

的な話になりますが、ヒトパピローマウイルスの１６型と１８型というよう

な型番に効くと。この１６型と１８型というのは、子宮頸がんに発症する、

一番発がん性の高いウイルスでございまして、子宮頸がんになった方を見ま

すと、大体７割ぐらいはその１６型と１８型を持っているということで、７

割というような答弁になっております。 

  より詳しく見てみますと、より若い女性、例えば日本人の女性ですと、３

０代の女性で子宮頸がんになった方は８割ぐらい、２０代の女性で子宮頸が

んになった方は９割ぐらいが、この２つの１６型と１８型というようなウイ

ルスを持っているというようなデータもあります。 

  そういうことで、今回、ワクチン接種ということで、事前に予防するとい

うことでございますので、それよりも若い年代、小学６年生、中学３年生の

女子ということにしておりますが、早目の段階で接種することによって感染

を防げる。そうしますと、現在、２０代、３０代がなぜ１６型、１８型が多

いかといいますと、やはり非常に発がん性が高くて、進行も早いので、２０

代、３０代となってしまうんだろうと言われておりますので、そういう悪性

度が高く、しかも、９割、８割をカバーしているということでございますの

で、効果がより高くなるのではないかと期待はされます。 

  ですので、７割というのは押しなべての年齢でやればそういうことだとい

うことで理解していただければと思っています。以上でございます。 

 

白壁副委員長  ゆうべ、いろいろ資料をそろえるためにウエブで検索をしておりましたら、

ＨＰＶのウイルスの型について、５２型、５８型というのが出てきまして、

この５２型、５８型というのが日本人に特に多いということです。この関係

については、年齢層はその中には書いてありませんでしたが、パーセンテー

ジが１０％ということでありました。この点についてはいかがお考えでしょ

う。 

 

荒木健康増進課長  悪性度が高いというか、ヒトパピローマウイルスにはたくさんの型があり
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ます。１００ぐらいあると言われております。そのうち、がんになる可能性

がある型として１５種類程度。その中で、やはり型として一番多いのが１６

型と１８型。今、委員ご指摘の５２型あるいは５８型というものにつきまし

ても、悪性度が高くなるものと言われております。しかしながら、悪性度が

高くなる１５種類のうち、一番広範囲をカバーすると言われるものが１６型、

１８型でございます。以上でございます。 

 

白壁副委員長  これをちょっと調べましたら、今、日本では５２型、５８型が大分増えて

いるようですね。この当時の資料というのが、５２型、５８型が多くて、そ

れが悪性になる可能性が高かったんですけれども、今は１６型、１８型のほ

うに移行しつつあるというようなことも書いてございました。これが１０％

ということです。 

  そして、きのうの質問の中で、１０月に認証を受けて、１２月からスター

トと、つい、この間許可を得たもので、臨床試験もまだ数年レベルの中で、

資料によると６.４年が何とかとありますが、２０年先までほんとうに大丈

夫なのかどうなのか、その効力についての話がきのうもございました。実際

のところは、現状、外国でいきますと、１０年しかたっていないんですね。

それが統計的なもので、２０年程度の期待ができるというようなことを言わ

れておったわけですが、この点について、きのう言われたことはほんとうに

信頼できるのかどうなのか、これをお聞かせいただければと思います。 

 

荒木健康増進課長  ワクチン接種による予防効果の持続期間ということで、昨日も答弁させて

いただきましたが、統計学的に推計いたしますと、２０年以上は予測される

と。こちらの信頼度はどうかということでございますが、委員ご指摘のよう

に、予防効果の持続期間につきましては、まず臨床の治験ということで、実

際にヒトに打ってみて、効果があるか、副作用がないかというのを見て、国

の厳密な審査によりまして認定されるものでございます。 

  その審査の資料の中にも、予防効果の持続期間については、統計学的解析

によりこのぐらいになりますよというのが出されております。それは有識者

あるいは専門家と呼ばれる方がそれを見て審査されますので、信頼性につい

て、私がここで「信頼性があります」と言っても説得性はないんですが、国

で、このワクチンを審査し、認証したという事実、そして、他国においても

１００カ国以上で既に認証されて、実際に打たれている事実、そういうこと

を制度の中で考えますと、参考資料として出されました、２０年以上という

ような持続効果期間は信頼に値するものであると考えます。以上でございま

す。 

 

白壁副委員長  またアジュバンドのことが言われているんですけれども、これの危険度が

相当騒がれていますね。いわゆる免疫復活型といいますか、増強剤、例えば

今、インターフェロンなんていうのがありますけれども、昔、インターフェ

ロンというのは３日ぐらいしかもたなかった。それを１週間なり１カ月なり

もたせるためには、簡単に言うと、１つの殻の中に入れてしまうということ

なんですね。これの危険性についても相当騒がれており、今回のワクチンに

ついてもそういうものを使っているということでありますが、この辺につい

ての安全性、信頼性というのはどうなんでしょうか。 

 

荒木健康増進課長  少し専門的なお話になると思いますけれども、このワクチンの免疫復活力

を上げる、増強するということでアジュバンドというものが使われておりま
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す。アジュバンドというものにつきまして、今回のワクチン、これは子宮頸

がん予防ワクチンとして日本で認可されているものが１つしかございませ

ん。添加物として使われておりますのは、水酸化アルミニウム懸濁液という

もの、そして、もう一つは、３―脱アシル化４′―モノホスホリルリピッド

Ａ、これは脂肪ですが、この２種類が使われています。 

  基本的には、このアジュバンドはほかのワクチンでも使われていないのか

というと、同様なもので既に使われているものもございます。そちらにつき

ましては、この子宮頸がん予防ワクチンに限らず、ほかの一般のワクチンで

も広く使われております。では、このアジュバンドが全く悪さをしないかと

いうと、それは絶対とは言えませんけれども、ほかのワクチンの使用状況、

認証の状況、そして、やはり効果を高めるために必要ということでございま

すので、絶対ないとは言えないにしても、非常に安全性の高いものが使われ

ていると理解しております。以上でございます。 

 

白壁副委員長  ワクチンというと、過去、さかのぼると、紀元前、Ｂ.Ｃ.２００年とかと

いう話になりまして、最近ですと、３００年ぐらい前にトルコ、イスタンブ

ールからスタートするなんていうことが、ゆうべ調べていたら載っておりま

した。こういうものは相当な歴史があるんでしょうけれども、さまざまなワ

クチンがありまして、つい最近では、インフルエンザもそうでしょうし、い

ろいろなものがあるわけです。 

  ただ、今回のこのワクチンについてはまだ歴史が浅い、そして、臨床試験、

治験の過程において、重篤な副作用というか、副反応が出たなんていうこと

も若干出ておりました。そこで、まだ小学校６年生のような子供の肉体に対

して、そういうものは耐えられるようなものなんでしょうか。この辺につい

て、県としてどのような認識を持たれているかをお聞きしたいと思います。 

 

荒木健康増進課長  ワクチンの副作用、副反応についてのご質問と認識いたしました。今回の

ワクチンにつきましては、臨床治験、あるいは海外の市販後の接種状況、そ

ういう中で、当然、ごくまれにではありますが、重篤な副反応が出ておりま

す。しかしながら、重篤な副反応の出る出現率が、ほかの、例えば先行する

定期接種や麻疹のワクチンとか、そういうものに比べて高いというようなこ

とを言われているわけではございません。やはりワクチンあるいはお薬で、

絶対に１００％ベネフィットだというものはございませんので、少なからず、

非常にまれでございますが、副反応が出ることは確かでございます。 

  さらにもう１点だけ補足いたしますと、普通は皮下注射なんですけど、こ

の子宮頸がん予防ワクチンというのは筋肉注射ということでございますの

で、ほかのワクチンに比べると、短期で重篤な副反応ではないんですが、痛

いとか赤くなるということは少しあります。しかし、例えばアナフィラキシ

ーといいまして、呼吸困難になるような重篤な副作用が多いというような話

ではございませんので、これについてはほかのワクチン同様と考えておりま

す。以上でございます。 

 

白壁副委員長  今、子宮頸がんに対するワクチンというのは多分、２種類あると思います。

そのうちのどちらを使うのかなということが出ていなかったものですから、

お聞きしたいんですけれども、サーバリックスというものを使う予定なんで

しょうか。その点をお伺いしたいと思います。 

 

荒木健康増進課長  実は日本で昨年の１０月に認可、そして、１２月に販売開始されたものが、
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今、委員がご指摘されましたように、サーバリックスと呼ばれるものであり

ます。もう１種類、実は世界的には認められているもので、ガーダシルと呼

ばれるものがございます。こちらについては日本ではまだ審査されている段

階でございます。認可されていないということなので、販売はされていない

ということでございます。今回の制度の中で使用していくものは、日本国内

で売っているものということになりますので、サーバリックスのみになると

考えております。以上でございます。 

 

白壁副委員長  そのサーバリックスの、安全を確保するために、多分、注射器とワクチン

が一緒になっているタイプだと思うんですが、その中の仕様書といいますか、

紙が入っていますね。ああいうものは何ていうんですかね。それがたまたま、

インターネットに出ていまして、生物由来製品という欄に、劇薬と書いてあ

るんです。こういうものは劇薬扱いになるということなんでしょうか。劇薬

というのは何なんですかね。ちょっと教えていただけますか。 

 

山本衛生薬務課長  薬事法の中で、毒薬、劇薬という規定がありまして、特に微量で生物に害

毒を及ぼすというものが毒薬、それに準じたものを劇薬という形で分類され

ております。 

 

白壁副委員長   なるほどと言いながら、よくわからないんですけど。 

  もう１点、ちょっと興味を引くことが書いてありまして、免疫原性という

欄に、「抗体価と長期間にわたる感染の予防効果及び子宮頸がんとその前駆

病変の予防効果の相関性については現時点では明確ではない」と書いてある

ということなんですね。 

  こういうものというのは、正露丸じゃありませんけれども、何で正露丸が

下痢に効くのか、わからないんだそうですね。ただ、今の時代でいうと、正

露丸というのは薬剤の許可が通らないそうでございます。なぜ通らないかと

いうと、今の時代だと、あのつくり方だと合わないというんです。だけど、

危険がない。危険がないというのは、明治時代にロシアを押さえるために正

露丸というのをつくったわけですけれども、それからずっと危険がないので、

事故がないので許可が通っているということなんですね。 

  こういう場合には、これが子宮頸がんだよ、１６型や１８型だと１００％

効きますよ、もしくは、ほかの１００種類のものに対してすべて効くからと

いうときには、免疫原性の欄が変わってくるということなんでしょうか。そ

の辺をちょっとお伺いしたいと思います。 

 

荒木健康増進課長  今、委員がおっしゃられたものは、多分、添付文書というものですね。こ

ちらの中の免疫原性につきましては、抗体価と長期間にわたる感染の予防効

果及び子宮頸がんとその前駆病変の予防効果の相関性については現時点で

は明確ではないということでございます。ですので、今回、ワクチンという

のは免疫をつけるものでございますので、その免疫原性ですので、免疫をつ

けることによって、長期間にわたる予防効果と、そして、子宮頸がんの予防

効果の相関性がないと書いていると理解します。 

  ですので、これは長期間にわたる予防効果という部分では、先ほど申し上

げましたように、統計学上は２０年以上という形で出ておりますが、それは

ある程度、いろいろな要素を考慮した上での２０年以上だけども、ここの添

付文書の中に、じゃあ、何年もちますよというのは、これは保証できるもの

ではないので、そういう意味合いでの免疫原性についてのあらわし方だと思
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います。 

 

白壁副委員長  全くそのとおりなんですね。ワクチンというのは、すぐできて、これがず

っと長い年月の中で確定して、相関性も明確になっているものというのは、

もう終わっているんですね。こういうものについては、現状としてはこうい

うあらわし方をするしかないということね。あと、毒性についても同じなん

ですね。全く同じとらえ方なんです。 

  僕、この間、風邪を引いて、抗生物質を注射しました。その前に、「ちょ

っと腕を出してください」と言うから、何をするのかなと思ったら、注射を

するんですね。これで、アレルギーがあるかどうか調べるんですね。簡単に

言えば、これも１つなんですね。こういうものというのはたくさんありまし

て、すべてが、１００％の方に効き、１００％の方に対して同じ副作用、副

反応があるかというと、これはなかなか難しい、人によって違うということ

なんですね。 

  しかし、人の命は地球より重いわけです。ですから、１人の方を助けるた

めにも、私の女房が先ほど言いました、１０人の友人の中で、１人が子宮摘

出手術を受けています。１人が今、現状、治療中です。子宮体がん。頸がん

も中か外だけの話ですから同じなんですが、１０人のうち、１人は摘出、１

人は現状、治療中です。ですから、１.１％とか０.３％という数字の話じゃ

ないんです。ですから、ぜひこの辺を広く、正しいか正しくないかというよ

りも、助けられるか助けられないかということを前面に出しながら、県のほ

うも積極的にやっていただきたいと思います。 

   きのうの話と若干違うかもしれません。内容的には同じかもしれませんよ。

ただ、危険性、ベネフィットの効果の部分とリスクの部分をしっかり皆さん

に言ったほうがいいですよと言うと、マスコミは何て書くかというと、リス

クしか書かないんですよ。効果やベネフィットの利点については書かかない

んです。だから、この辺は、きのうもお話しされましたように、もっと積極

的に人の命を助けるように、ぜひお願いしたいと思います。 

  そして、最後、もう１点です。集団の接種について、昔はワクチンという

と集団接種というのをやったんですけれども、今、いろいろな決まりごとや、

過去のいろいろなものがあったりして、個々ということでございますが、今

回、ちょっと確認だけさせていただきたい。集団ではなくて、個々というこ

とでご答弁いただきました。それはご本人の、もしくは保護者の方の納得の

もとにそういう形なんでしょうけれども、この点についてもう一度お聞かせ

いただけますか。 

 

荒木健康増進課長  ワクチンの集団接種についてということでのご質問でございます。ワクチ

ンの接種につきましては、普通の定期接種と、これは市町村で基本的には無

料で行われる接種でございますが、それも含めまして、平成６年に予防接種

法が改正されました。それまでは集団的な、ある程度の義務的な予防接種と

いう考え方だったんですけれども、平成６年の予防接種法の改正によりまし

て、努力してもらうと。接種される方にちゃんとしっかり意識をしてもらっ

て、理解を求めて、義務ではなくて、努力として打っていくんだと。それに

際しては、集団という形でも、個別ということで、法律、あるいはそれに基

づく要綱、通知というところでうたわれておりますので、原則、予防接種に

つきましては、例えば新型インフルエンザとか、あるいはＳＡＲＳのような

ものについて、効果的に皆さんの予防効果を高めるためにするためには、皆

さんのご理解、そして、ご協力があれば、集団的な接種につきましてやぶさ
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かではございませんが、やはり個人の理解と協力、それで、今回は未成年で

ございますので、ご本人と保護者の理解を得て、個別医療機関での予防接種

というのが多いと思います。以上でございます。 

 

白壁副委員長  それで、最後になりますが、それでも、世界中には、それが原因かどうか

よくわかりません。その後、何かの疾患が起きて、亡くなられた方とか、因

果関係はわからないものもあるようでありますが、中には何かある可能性が

あるということで、きのうの一般質問で、補償制度について、部長さんから

答弁をいただきました。私、そこがよくわからなかったものですから、もう

一度お聞かせいただきたいと思って、先に調べてみましたら、予防接種法に

関する救済制度というものがあるということで、これが先ほど言う、平成６

年に変わったということなんですかね。たしか、この法律というのは、ワク

チンの予防接種というのは昭和２２年ぐらいからずっと綿々と続いていて、

改編を繰り返しながら現在に至っていると思ったんですけれども、医薬品副

作用被害救済基金法というものがあり、これによって補償制度があるようで

すけれども、補償制度について、最後、お聞かせいただいて。 

  そして、全国に先駆けて、今、山梨県がやっているんです。珍しいんです。

山梨県というのは、ほかの県でやって、石橋たたいて、まだ渡らずに、ずっ

と回ってきて、やっとやるのが山梨県。今回は初めて先駆けてやると。これ

はすばらしい。そして、県内の市町村がそれに追随してくれて、山梨県の県

民の命を守るということでみんなでこう言っているわけです。これはすばら

しいことなんです。 

  ですから、ぜひこれを強力に進めていただきたいということと、そして、

安心・安全の中では、万が一、何があるかわかりません。先ほども言うよう

に、それが直接的影響かどうかわかりませんけれども、そういうことがあっ

たときの補償としてこういうことがあるということを、もう一度この場でお

示しいただければと思います。 

 

荒木健康増進課長  まず最初に、重篤な副作用が出た場合の補償というところについてお話し

させていただきます。先ほど申し上げましたように、予防接種法というもの

がございまして、そちらに基づきまして、予防接種はなされます。しかしな

がら、今回の子宮頸がん予防ワクチンにつきましては、予防接種法の中では

任意と呼ばれるものでございますので、予防接種法による補償というよりも、

別途、医薬品とか、あるいは生物製剤とかいうようなものについては、これ

はつくった製造者責任ではないですが、製薬会社等と国がお金を出した基金、

その基金のほうから、例えば医療費、あるいは医療手当、あるいは障害が残

れば障害手当というようなものが補償されます。それが先ほどおっしゃられ

ましたように、医薬品医療機器総合機構と呼ばれるものでございます。です

ので、そちらのほうから、副作用にかかった医療費とか、あるいは障害が残

った場合の障害手当がお支払いという制度でございます。 

  そして、非常に、サポートというか、いいことだということでしっかり頑

張ってくださいというようなエールをいただいたとこちらでは認識してお

ります。これは一般質問の中で、冒頭、知事もおっしゃられましたように、

やはりがんを予防できると、そして、７割は確実に予防できるという手法を

手に入れたということは、これはやっぱり画期的なことであるということで

ございます。市町村も、ほんとうにありがたく、皆さん、ついてきていただ

けるということでございますので、制度を円滑にぜひ運用させていただきた

いと思いますので、今後とも頑張らせていただきたいと決意を述べまして、
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答弁を終わらせていただきます。以上でございます。 

 

望月委員  １点、今の子宮頸がんに関連しましてお聞きしたいんですけれども、今、

新聞等でもいろいろ出ておりますが、県下でも小学校６年生と中学校３年生

を対象ということで行っていますが、市町村によりますと、中学１年生から

３年生までを対象とか、また、ある町では高校生も対象にとか出ています。

それから、２６歳までも成果があるという話を聞いているんですけれども。 

  こういう予防ワクチンは特に抗がん剤等の問題もありまして、医者とか知

識のある専門の方は当然、そういうことはわかるんですが、一般の方の意識

的な問題で、がんの予防対策を行うといった場合に、こうしたワクチンの中

に、抗生物質のような強い薬を使うんじゃないかという心配もあるわけです。

特に小学生、中学生の成長期において、ホルモンの関係等も非常に影響があ

ります。実際は市町村が窓口となるわけですが、学校においては、当然、小

学生や中学生の保護者、子供は、ワクチンの接種を行う場合に、学校の先生

方に、不安感というか、安心感というか、相談をされると思うんです。こう

した相談を受けた場合に、学校の先生方は、どのような対応をしていくのか。 

ただパンフレットとか、そういう指導書によって行うのか、それとも、県

で、先生方に知識を植え付けさせるため、教育委員会との連携の中で、講習

を受けさせるとか、研修をさせるとか、いずれにしても、徹底したものを持

たないと、後の後遺症とかいろいろな問題が出た場合に、せっかく生命を守

るというものが大きな問題となってしまうこともあり得ると思うんですよ

ね。そこで、学校に対するワクチンの接種により保護者や子どもから相談を

受けた場合の対応について、ちょっと県の考えを教えていただけますか 

 

荒木健康増進課長  今の委員のご質問は、特に今回の予防接種の対象、やはり中核となります

のは小学校６年生と中学３年生と設定させていただいておりますので、小学

校、中学校。そうなりますと、やはり学校の生徒さん、そして、保護者の方

は、学校の先生にいろいろと相談とかお話を伺うこともあるだろうと、そう

いうようなご質問で、やはりしっかり勉強すべきだというお話だと理解して

おります。 

  我々もそういう問題意識を持たせていただきまして、特に学校現場で、保

健関係では養護教諭の先生方がいらっしゃいますので、養護教諭の先生方、

あるいは、今回、市町村でそういう接種制度をつくるということであります

と、制度の窓口にも相談が行くかもしれない。そういうことを考えますと、

市町村の例えば保健師さんというような方、専門職の方に対して、講習会あ

るいは研修会をぜひ開かせていただきたい、できるだけ迅速に開きたいと思

っています。以上です。 

            

望月委員  今、答弁いただきまして、大半の市町村は、６月議会でこれをおそらく実

施すると思うんですよね、夏あたりから。そうしないと、年度内の接種が間

に合わなくなるところもありますので。 

  そうしたものの中で、今言った、学校関係や市町村関係の窓口に対する、

県民、市町村民の不安を解消させるための計画的なものは、まだ持っていな

いということなんですか。そういうものを実施するということがわかってい

ても、市町村に対する指導とか、学校に対しての講習会、研修会を行うとか

という計画的なものを持っていないということなんですね。そこらをちょっ

とお聞きしたいんですけど。 
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荒木健康増進課長 制度のお話でございますので、議会のご承認を得てからの話になりますが、

実際のところは、それを予定した形で、そこは委員がおっしゃられますよう

に、できるだけ早く市町村も動きたいと思います。この制度いかんにかかわ

らず、こういうものがあるということであれば、やはり生徒さんあるいは保

護者からの要望もあると思いますので、できるだけ早い時期と申しましたが、

７月の上旬には一応、予定をさせていただいている状況でございます。 

 

望月委員  先ほども話しましたけれども、ワクチンにしろ、口蹄疫にしろ、全国に先

駆けて、山梨県は今回、知事の英断の中でやってきたということであります

ので、これがすべての県民に、安心・安全に、不安感を持たせないように実

施していただくよう、ぜひ、いち早く研修会、講習会の実施をお願いしたい

と思います。終わります。 

 

仁ノ平委員  子宮頸がんの予防ワクチンですが、ちょっと１点、確認をさせてください。

きのう、一般質問させていただく中で、ご答弁を聞きながら、１つだけ、「あ

れっ」と思ったことがあります。その場で確認すればよかったんですが、余

裕がありませんでした。 

  このワクチンについていろいろ勉強させていただく中で、きのうも質問い

たしましたが、何年ぐらいこのワクチンは有効なのですかとお尋ねいたしま

した。そうしたところ、２０年ぐらいというご答弁をいただいたんですが、

担当課とさんざん勉強させていただいた中では、六、七年だと、その後は低

下するんだというのが、たくさんやりとりをさせていた中で私が勉強してき

たことでした。どちらが正しいんでしょう？ 

 

荒木健康増進課長  予防効果の持続期間ということでございます。六、七年、まあ、６.４年

というデータ、これは薬を承認する前に厚生労働省に審査を出す際に、それ

だけの期間、一般の方に打って、有効性を見た、それを追った期間が６ .４

年ということでございますので、そこについては確実に抗体があると、それ

はわかります。２０年というお話につきましては、その６ .４年を追った人

の中で、抗体の下がりぐあいとか、あるいはほかのワクチンでの抗体がどの

程度下がるか、そういうものの、さまざまな要素を組み入れまして、そうす

ると、最低でも２０年以上は有効な抗体価が持続されるだろうということで

ございましたので、どちらが正しいかというのは、こうですよという話はあ

りません。データとして確実に追いましたというのは、６ .４年は追いまし

た。そのデータは当然、最低限ありまして、いろいろな諸要素を考えて、十

分な予防効果を発揮するのは２０年以上、最低でもあるだろうということで

国のほうの承認審査で出されていますので、どちらかという判断は、すみま

せん、私の口では言えませんが、そういうような状況でございます。 

 

仁ノ平委員  すみません、専門的な話で難しくてよくわからないんですが、６ .４年に

しろ、２０年にしろ、１２歳の子が接種すると、六、七年で効果が切れるの

であれば、２０歳ぐらいに効果が切れます。２０年続いたとしても、３２歳

で効果は切れます。 

昨日、安本議員が私の質問に関連してくださって、マザー・キラーという

言葉を出してくれました。母親が突然、子宮頸がんで亡くなるという話です

ね。２０年続いたとしても３２歳で効果は低下します。マザーは３２歳以上

がいっぱいいます。そうした意味で、ワクチンを接種したにせよ、大切なの

は検診だということをあわせてＰＲしていただきたく、また、万能感だけで
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なくて、７０％であるとか、効果は六、七年なのか２０年なのかよくわかり

ませんが、低下して、一生涯は効かないんだという、繰り返しますが、正し

い知識と効果の普及も含めて、さらに検診の大切さのＰＲをお願いいたしま

す。以上です 

 

討論       なし 

 

採決       全員一致で原案のとおり可決すべきものと決定した。 

 

  ※承第５号  地方独立行政法人山梨県立病院機構中期計画の認可の件   

 

質疑      なし 

 

討論      なし 

 

採決      全員一致で原案のとおり承認すべきものと決定した。 

 

※請願第１９－１７号  原爆症認定制度の抜本的改善を求めることについて 

 

意見       （「継続審査」の声あり） 

 

討論  なし 

 

採決 全員一致で継続審査すべきものと決定した。 

 

  ※請願第２０－７号  後期高齢者医療制度の廃止を求めることについて 

 

意見       （「継続審査」の声あり） 

 

討論  なし 

 

採決 全員一致で継続審査すべきものと決定した。 

 

  ※請願第２０－１２号  介護保険制度の改善を求めることについて 

 

意見       （「継続審査」の声あり） 

 

討論  なし 

 

採決 全員一致で継続審査すべきものと決定した。 

 

 

※所管事項 

 

質疑 

 

望月委員  福祉保健の所管の関係で１点ちょっとお聞きしますが、新聞にも、救急搬

送輸送ということで、県内の助かる命が助からない、また、病院に運ばれた



平成２２年６月定例会教育厚生委員会会議録 

- 15 - 

ら、たらい回しをされて間に合わなかったという状況がある中で、全国でも

搬送先の病院リストの作成ということで、山梨県はまだ現在できていないと

いうことでありますが、この年内にはこういうリストをつくっていきたいと

いうお話を聞いているのですけれども、そこらの、ちょっと計画的なものが

わかりましたら、教えていただきたいんですが。 

 

吉原医務課長  今、望月委員のご質問ですが、主には救急搬送ということで所管をしてい

ます消防防災課が中心となって、医療機関のドクターですとか、消防機関の

方々により、メディカルコントロール協議会というものをおつくりになって、

その中で検討を進めております。特に緊急性が高い、脳疾患とか、心疾患、

あるいは心肺停止等５つの疾病については専門部会を設置しまして、いわゆ

る搬送のリストづくりとか基準づくりを今、されているところでありまして、

福祉保健部でも、医務課がその委員会に加わらせていただいているというこ

とです。今のスケジュール的には、今年１０月ぐらいをめどにということで

基準をつくっていこうということで、協議を進めている状況にございます。 

 

望月委員  はい、わかりました。 

 

内田委員  それでは、何点かお聞きしたいんですが、先ほどちょっと、独立行政法人

の関係のところで、聞き忘れましたので、これ、所管だから、こちらのほう

でちょっと質問したい。この８ページのところで、短期借入金の現状なんて

いう規定があるんだけれども、これはいわゆる我々が言っている、タンコロ

というものですか。 

 

吉原医務課長  いわゆる、１年間お預けしてまた返してもらうということではなくて、も

う少し、 

 

内田委員  無利子ということですか。 

 

吉原医務課長  いや、基本的には、今、中央病院ではかなりの現金を持っておりますので、

現実的には短期の借り入れをするということはないのではないかと想定し

ておりますが、例えば、今、ちょっとお話ししましたが、やはり年度末とか

年度当初とか、いわゆる支出が集中する時期がございます。それで、今言っ

た、県からの例えば運営費交付金とか、国からの国庫補助金が４月にすぐに

病院のほうに入るということではないので、支払いをするための現金がもし

なくなった場合に、１０億円を限度に金融機関等から病院機構が借り入れを

して、それで支払いをします。例えば四半期ごとに運営費交付金が入ってま

いりますので、例えば６月に入れば、入ったところで、お返しするというよ

うな考え方の資金でございます。 

 

内田委員  そうすると、さっき私が言った、いわゆる、例えば土地開発公社、そうい

うところが今までやってきた手法のものとは違うというか、県から年度初め

に借りて、金融機関から１日か２日借りて返すという、それではないという

ことですね。それだけ。そうですね。 

 

吉原医務課長  はい、そうです。 

 

内田委員  じゃ、いいです。 
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  では、次に、この間の委員長さんが一般質問でされた、ニューツーリズム

といいますか、あの中で、私はメディカルツーリズムという、メディカルと

いう言葉を使ったんだけれども、ツーリズムというのは多分、観光の関係だ

と思うんだけども、まさに異業種というか、異産業というか、そういうとこ

ろがセットになった観光というか、そういうものが今、非常に注目されてい

ます。私も実はもう数年前、郡内の山中湖ですとか向こうのほうで、そうい

うことで動いたことがありました。なかなかうまくいかないというか、リー

マンショックみたいなものがあったということで、ちょっと今、とんざをし

ているんだけども。 

  実際は山梨県というのは、メディカルツーリズム、そういう意味で、例え

ばがんの治療だとか、要するに、よく言われるのは、ＭＲＩだとか、あるい

はＣＴスキャンの数が人口比でいくと山梨は一番だと言われるんだけども、

それは治療じゃなく検診なんですよね。検診だけではなくて、むしろ治療す

る。そういうものを目指したものが、産油国だとか、あるいはインドだとか、

中国だとか、そういうところの富裕層が非常に注目をしているということで、

かなり前から、言われていたんだけども、なかなか行政体だとかそういうと

ころが動くということがなかったんですよね。 

  だけど、私はたまたまシンガポールだとかそういうところに友達がいて、

そういう人たちの情報、例えば向こうでホテルをやっている人、あるいは病

院経営をしている人、そういう人たちからの情報で、今までは産油国のお金

持ちというのは、ほとんどがシンガポールで治療をする。どうしてかという

と、あそこにはがんの高度な技術を持った医者がいて、そして、そういう病

院があって、そこでお金をかけて治療をするということができたんだけども、

数年前からテロという、そういう危険にさらされていて、シンガポールは安

全ではないということで、シフトをされてきたと。当然、そうすると、例え

ばアメリカとかとなるんだけども、アメリカは、例の９.１１のテロ以来、

もっと危ないということになってきて、それが日本に向かってきたんですね。 

  その中で、日本の中でも、じゃ、どこかというと、成田へ行ったときに、

成田から、例えば高級リムジンで２時間ぐらいで来られるというような条件

であれば、山梨というのは非常に、水だとか空気だとか、あるいは風光明媚

だということをトータルするといいんじゃないかということで注目をされ

ているという情報も、かなり前に入ってきたんですね。 

  実は、観光部にもそういう相談をしたんだけども、なかなか県の職員って

そういうものには乗っかってこないし、信頼しないし、特にファンドの話な

んかすると全くだめみたいで、腰が引けてしまうという感じだったんだけど

も、今、たまたま山中湖の辺で、例えば２万坪とかの土地があり、手放して

もいいと。あとは、どこが病院をつくって、どういう形にするかというとこ

ろまで来ているんだけども、そういう情報がこの部のサイドには入ってきて

いますか。それをまず聞きたい。 

 

吉原医務課長  今、委員お話しの、そういった取り組みがということでは、申しわけござ

いませんが、ちょっと承知をしておりませんでした。 

 

内田委員  多分、そうだと思う。我々が多分、入れなければ、ないと思うんだけども。 

  そこで、この間、私が何であそこであの関連質問をしたかというと、メデ

ィカルツーリズムという言葉を知ってもらいたかったんだね。今、これ、新

しい言葉では全然ないし、医療ツーリズムというね。どうしてかというと、

福祉だとか医療というのはすごくお金がかかるんですよね。かかりますよね。
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だって、今からの時代というのはお金がかかる。ところが、一般的には、福

祉や医療なんかにかけたお金というのは、地域活性化だとか経済の活性化に

はならないと思われているんですね。ところが、そうじゃないんですよ。お

金を使うということは、どの分野に金を使っても、金が回りさえすれば、活

性化はできるわけなんですね。 

  今からの時代というのはまさにそういうものを生かして、特に山梨は、企

業誘致なんかをするんじゃなくて、メディカル、今言ったようなそういうも

ので、将来、いつの時代かわからんけれども、例えば道州制みたいなことに

なったときに、山梨というところが生きていくことができる数少ない１つの

ファクターではないかなと私は思っているんだけども、そういうものを職員

の中で、「そうだよな」というものをやっぱり持ってもらいたいんだよね。

ところが、今言ったように、情報が全くないわけですよね。ないということ

は受け入れないんですよ。 

  さっき、子宮頸がんの話で、ほかの県に先駆けてという話がありましたけ

れども、まさにそうなんですよ。そういうことでほかの県に先駆けて、そう

いう情報を早く入手して、東京や千葉あるいは長野よりも早く入手して動く

ということが私は必要ではないかなと思っているんだけども、そういうこと

に対する意欲というのか、態度というのか、そういうものが私はないと思っ

ているんです。 

  そこで、部長、これから、私も情報をもちろん入れるんだけども、ぜひそ

ちらへ向かっていってもらいたいんだよね。今、時代はそうでしょう。山梨

県が将来どういう方向に向かっていくのかという瀬戸際に今、来ていると思

うんだよね。企業立地みたいなことをいっぱい努力してきたけれども、やっ

ぱり無理なんですよね。そうすると、さっきの、委員長も言っていた、まさ

にニューツーリズムって、私はそうだと思うのね。観光と結びつけて、お金

を外から引っ張ってくる、そういう必要があると思うんだけども、それにつ

いて、部長の考えを。 

 

古屋福祉保健部長  まず最初に、先ほど医務課長が、具体的な話は聞いておらないということ

で、山中湖方面でいわゆるファンドを組成して、検診機関あるいは医療機関

をつくって、あるいは会員制の形をとるとか、いろいろなことは手法として

あると思いまして。でも、それ、具体的な話は聞いておりません。私どもが

承知しておりますのは、山中湖の平野に会員制リゾートマンションがありま

して、そこでＰＥＴの検診センターがあると。あれが１つのメディカルツー

リズムと言えば言えなくもない実例かなと考えております。 

  それから、県の医療機関等々で、例えば外国の富裕層がおいでになったと

きに対応できるかどうかという、まず能力の問題、これにつきましては、具

体的にどこの病院というのはちょっと申し上げにくいんですが、ある診療科

あるいは部門では、そういった能力を持っている病院があると考えておりま

す。 

  委員のお尋ねの核心の部分ですが、福祉保健部としましては、富裕層がど

んどん、今、地域医療を提供している病院に来てくださいという、それはな

かなか言いにくいんですけれども、広い意味での医療産業あるいは医療関連

産業ということで、健康づくりも含めた形で、そういった産業が山梨県に根

づいていくということは非常によいことだと思いますし、先ほど委員がおっ

しゃられましたとおり、水、空気、風光明媚というのがありますので、福祉

保健部といたしましては、観光部とどういった連携をとれるかということに

なろうかと思いますけれども、これは産業ビジョンの中でも、医療、福祉の
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部分でどういった形に産業の芽出しができるのかという話もございますの

で、今後、前向きに検討していきたいと考えています。 

  １つの産業政策のあり方としては、私が答える立場ではないのかもしれま

せんけれども、新しい方向ということで、たしか、徳島県も、徳島大学の医

学部がメディカルツーリズムの試行を始めているという状況もありますし、

そういった既存の医療機関がそういう外国からの利用にキャッチアップす

るということも可能かどうかというようなことも一つありますし、新しい産

業として根づいていくことが、あるいは誘致も含めて可能かどうかというこ

とは十分検討に値すると考えております。それにつきましては、前向きに、

よく勉強させていただきたいと考えています。 

 

内田委員  たまたま参議院の選挙の近くまで来ているので、私は自民党の一員として、

そういうローカルマニフェストみたいなものをつくったんだけど、その中に、

メディカルツーリズムという言葉は入れませんでした。でも、方向としては、

山梨県の行くべき道というのは、今までやってきているような企業誘致では

いけないなという、そういう方向は間違っていないと思うんですよ。ただ、

山梨大学の工学部ですか、燃料電池の研究をやっているから、そういう部分

では、そちらのほうの先端産業の誘致はあり得るけれども、今まで考えてき

たようなことは多分無理だということで。 

  ぜひ、これ、福祉保健部なんだけども、そうじゃなくて、観光部だとか、

ほかの部も入れて、よく言われるじゃないですか、縦割りじゃなくて、県庁

の中をやっぱり横断するようなものをつくっていくんですよ。だから、私は

理想を言うと、事業部制みたいなものにしたほうがはるかにいいなと思うん

ですよ。部ではなくて、佐賀がやっているような方式のほうが、絶対に今の

時代には合っていると思うんだけれどもね。まあ、問題点もあるんだけれど

も。その辺も含めて、ぜひ部長はそういう会議に出た折には、議員さんたち

からこういう意見が出ているんだからということを積極的に働きかけして

もらいたいんですよ。職員の中からその声が上がらないと、なかなか知事は

動かないと思いますよ。今のは要望にして、この問題はこれで終わります。 

 

中村委員  今、内田委員の言った話、これ、僕も重要な話だと思う。これからやっぱ

り不況に強い山梨、特に医療県ということは非常に大切なことだと思うし、

やっぱり医療県山梨という位置づけをしていく時代じゃないかなと思いま

すよ。県全体の中で、医療県としての位置づけを今後どうしていくかという

ことは、僕は大きなチャンスだと思う。特にいやし、さっき言った空気、水、

そういう面において、また、国際空港から山梨県が非常に近いという利点、

それから、これは空港だけじゃなくて、あらゆる面においての日本の中心点

という立場にある山梨県ですから、これはやはり医療県山梨という立場とい

うものをやはりこれからしっかり考えていく必要があると思うので、どうか、

部長、ぜひこれは検討して、前向きにやっていかなければいけないと思いま

すね。これは僕も大賛成ということで、発言をさせてもらいます。そんなこ

とを参考に、ぜひやっていただきたいと思います。以上です。 

 

仁ノ平委員  たしか、先月の末ごろだったと思うんですが、県庁のホームページをつら

つらと見ていましたら、突然、これまでにないページが出てきまして、お店

の紹介、飲食店の紹介がいっぱい出ておりました。あれは何でしょう。 

 

荒木健康増進課長  今、議員ご指摘のホームページが、私の考えているものと合致するかどう
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かは別としまして、まず１つ、山梨県におきまして、禁煙・分煙認定推進事

業というものをやっております。その中で、特に飲食店等におきまして、積

極的に関与いたしました。その際に、飲食店にとってのインセンティブにな

るように、そして、禁煙・分煙を進めることによってこういうメリットがあ

ったということのご紹介を兼ねて、お店を載せさせていただいたということ

がございます。これが該当するか、それのことでございますか。 

 

仁ノ平委員  そのことでございます。店は幾つ出ていましたか。 

 

荒木健康増進課長  禁煙・分煙を認定させていただいて、推進していただいている施設として、

４９施設を載せさせていただいております。 

 

仁ノ平委員  県内に飲食店は幾つありますか。 

 

山本衛生薬務課長  旅館業を除きますと、約７,７５０施設です。 

 

仁ノ平委員  ７ ,７００のお店があって、ホームページに掲載されたのは５０。計算が

ちょっと荒っぽいんですが、掲載されたお店の割合は０.５％であります。

残り９９.５％はどういう状況ですか。 

 

荒木健康増進課長  割合としては非常に少ないというご指摘だと思います。基本的には、禁

煙・分煙の認定推進事業というものは、各飲食店、お店のほうから申請をし

ていただきまして、各保健所の職員が参りまして、実際にしっかり禁煙をし

ているか、禁煙・分煙の施設を整備しているのかというのを確認した上で認

定するものでございます。ですので、１つ考えられますものは、まずそもそ

もこの事業があるということがなかなか周知されていないという部分もあ

るのかなと理解しています。以上でございます。 

 

仁ノ平委員  質問と違うよ。９９％の残るお店がどういう状況ですかって聞いたの。 

 

荒木健康増進課長  一つは、先ほど答弁しましたように、まだこの事業自体が知られていない

こともあるかもしれないというのも一つだと思いますし、多分、もう一つは、

そもそも飲食店の事業主さんの、禁煙あるいは分煙に関する認識がなかなか

まだ浸透していないというふうに理解しています。以上です。 

 

仁ノ平委員  「今後どうします」と聞きたいんだけど、実は公営施設の禁煙が、健康増

進法ができて進んで、残るところは民間の不特定多数の人が集まる場所だと

言われていて、認定施設というやり方で山梨県は禁煙と分煙の推進を民間の

ところも始めていくんだということを、４年も５年も前から説明を受けてい

るのね。でも、９９.５％はできていないわけでしょう。ただ「どうするの」

と聞けば、また「認定施設というやり方で進めます」というお答えが返って

くると思うんだけど、これ、４年も５年も前の答えと同じで。 

  まず、お店の人が知らないんですよね。県がこういうことを進めていると

いうことも知らないし、問題意識を持っていない。だから、禁煙・分煙を実

施する以前に、お店の人に、こういう問題があるんだという認識をまず持っ

てほしい。そこから出発してほしい。その上で、自分のお店を禁煙・分煙に

するのか、いや、これまでどおりいくのか、自己決定する。まずこれが社会

的な問題なんだということを私は認識していただきたいと思う。そこができ
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ているのかな。 

 

荒木健康増進課長  直接のご回答になるかどうかは別としまして、特に禁煙・分煙認定施設と

いうことにつきましては、１つ、考えるきっかけ、例えば特にたばこの受動

喫煙の影響ということ、お店の利用者あるいは従業員に対してのたばこの受

動喫煙の害を認識していただいた上でのご判断になると思います。 

  そのため、特にお子さんとか家族が利用されるような飲食店等につきまし

ては、昨年度、緊急雇用制度等を活用いたしまして、そういうお店に歩いて

いっていただいて、受動喫煙の害についてしっかり周知した上で、禁煙・分

煙の認定施設という制度もありますというようなご紹介、そういうような個

別の事業、あるいは、各保健福祉事務所におきまして、事業主を対象とした

種々の研修会がございます。例えば調理師の皆さんに対する研修会、あるい

は、食品を扱う飲食店でありますと食品衛生責任者というのを置きますが、

そういうところの研修会、そういうあらゆる機会を通じまして、受動喫煙の

害、あわせまして、禁煙・分煙認定施設というものをやっていますよという

ようなこと、そこが成果がなかなか上がっていないとご指摘されればそのと

おりかもしれませんが、そういうような着実な努力を進めてまいりたいと思

います。以上でございます。 

 

仁ノ平委員  ぜひ頑張ってほしいと思います。５月３１日の世界禁煙デー、甲府駅前で

の取り組みはほんとうにご苦労さまでした。報道も大変よくて、荒木課長が

アップになって、受動喫煙は子供の白血病を招くとおっしゃっていました。

ぜひ、課長、もっと頑張ってください。それから、課長だったか、ほかの方

だったか、吸っている方より受動喫煙のほうが健康被害が大きいんだという

くだりもインタビューの中でありました。課長、頑張ってください。終わり

ます。 

 

保延委員  現実、今の話ですが、受動喫煙のほうが、体に悪影響があるというのは、

ほんとうにそういったデータが出ているんですか。 

 

荒木健康増進課長  受動喫煙と申しますのは、吸っていらっしゃるご本人の煙が周りの方に害

を及ぼすというものでございまして、煙から出る副流煙と呼ばれるものがあ

りまして、その煙の中に、ニコチンだけではなくて、有害物質が何百種類以

上も入って、その煙自体が周りの方に対して非常に悪影響を及ぼすと。そう

いう前提がありまして、今のご質問の趣旨は、じゃ、直接喫煙をする本人と

周りの受動喫煙者、どちらの害が高いんだというご質問だと思います。副流

煙に含まれます、煙に含まれますものというのは非常に害が多いものがあり

ますので、データとして、これはＷＨＯ、世界保健機関というものがござい

ますが、そちらのほうでも、受動喫煙による害というのはあるというような、

いろいろな、さまざまな研究結果からそういう指摘をしておりますので、そ

の比較もされているんですが、確かに、受動喫煙のほうが若干多いという研

究論文のほうが多いと認識しております。 

 

保延委員  私はそうは思わない。実際吸っている人は、それも両方吸っているわけで

すよね、副流煙というのもね。ですから、ちゃんとそういったデータを、た

だ言われているなんていうことではなくて、きちっとしたデータを出してい

ただきたいと思うんです。要するに、たばこ税だって、地方税にしてみれば、

大きいものなんですね。山梨県のたばこ税も２０億近くは入っているわけで
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すから、そういった意味で、地方税に対するたばこ税の位置はものすごく重

要であります。 

  しかも、ほんとうに禁煙が美徳だなんていう、そういうことじゃないです。

たばこも嗜好品で、気分の転換を図り、１つの仕事のけじめになったり、い

い面もあるわけです。ほんとうに全部だめだったら、日本からたばこをなく

せばいいじゃないと、僕はそのように思いますので、ぜひちゃんとした啓蒙

も、きちっとしたデータに基づいた、そういう宣伝をしてもらいたいと思い

ます。課長、よくその辺も、こういうことでこういう理由でこういうことだ

ということもちゃんと明確に説明するようにしてください。 
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主な質疑等   教育委員会関係 

 

  ※第６７号  山梨県学校職員の勤務時間等に関する条例中改正の件 

 

質疑       なし 

 

討論  なし 

 

採決 全員一致で原案のとおり可決すべきものと決定した。 

 

  ※承第３号  山梨県立学校授業料、入学料及び入学審査料条例中改正の件  

 

質疑       なし 

 

討論  なし 

 

採決 全員一致で原案のとおり承認すべきものと決定した。 

 

 

※請願第２１－７号  日本軍「慰安婦」問題に対して、政府に誠実な対応を求めること

についての請願事項の３ 

 

意見       （「継続審査」の声あり） 

 

討論  なし 

 

採決 全員一致で継続審査すべきものと決定した。 

 

※請願第２１－１３号 教育格差をなくし、子どもたちに行き届いた教育を求めるこ          

とについて 

 

意見       （「継続審査」の声あり） 

 

討論  なし 

 

採決 全員一致で継続審査すべきものと決定した。 

 

※所管事項 

 

質疑 

       （教職員の政治活動について） 

内田委員  それでは、１点、久しぶりの教育厚生委員会ですので、７月にも参議院の選

挙が確実みたいになっておりますが、私は、山梨県教職員組合、それから、そ

の上部組織であります日本教職員組合について、教育長、教育委員長、教育次

長のそれぞれの考え方を聞きたいと思います。まず、せっかくこういう機会で

すので、我々は今、自由民主党という政党に所属しておりますけれども、政党

という概念、それから、政治団体、それから、教職員組合みたいな団体、この

違いというのを一体、教育長あるいは委員長、教育次長はどういう理解をされ
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ておるか、まずそれから伺いたいと思います。 

 

佐藤教育次長  ただいまのご質問に的確にはお答えすることはできませんけれども、教育行

政につきまして、教育に対する不当な支配というものがどのようなことかとい

うことで、ご説明にかえさせていただければと思います。新しい教育基本法の

第１６条では、教育は不当な支配に服することなく、教育基本法や他の法令に

定めるところによって行われなければならない。教育行政とは、国と地方公共

団体が役割分担及び相互協力をして、公正、適正に行われなければならないと、

このように教育の定めがございます。 

  ここで不当な支配というものでございますけれども、これは一党、一派に偏

した支配であることというように解されていまして、すなわち、国民全体の意

志とはかけ離れた支配というものを不当な支配というように言っております。

ここで不当な支配を行う者はだれかということについてでありますが、不当な

支配でないものをまずご説明いたしますと、これは法律で認められた立法また

は行政当局の権限行使、これは不当な支配ではございません。一方、不当な支

配、つまり、教育に侵入してはならない現実的な力というものがございまして、

それは何かと考えられておりますものを列挙いたしますと、政党、官僚、さら

には財閥、組合、こういった、国民全体ではない一部の勢力とされております。 

  きょう、ここにおります職員も、教育行政の官僚であります。ですので、論

理上は私どもも不当な支配を行う側になり得るわけでございますけれども、当

然、法律の権限などに基づかない思想信条を私どもが教育現場に持ち込むとか、

そういったことは許されないわけであります。さらには、教育行政を私どもは

担う立場でありますので、教育に対する現実的な勢力の侵入というものにしっ

かりとした態度をとって、教育行政を主体的に、中立に行われなければならな

い使命だと、このように考えております。お答えが少しそれていたところもご

ざいますけれども。 

 

内田委員  私が聞きたかったのは、いわゆる政党という概念、例えば私は自由民主党と

いう政党に、党費も払って、所属していますから、自由民主党の党員ですよね。

党員というのは当然、同じ考えを持った人たちがそのために政権奪取を目指し

て活動する。これは当たり前のことだと思うんですよね。 

  ところが、私が言っている教職員組合というのは政党ではないという規定を

私はしたいんだけども、だとすれば、ある特定の政党あるいは特定の候補者を

当選させようという、そういう動きあるいは活動をするということは、本来の

組合活動からは反しているんではないかということなんですね。 

  そこで、先ほど教育次長が非常に詳しく説明してくれたのでありがたいんだ

けども、そうすると、今、日本という国は、民主党という政党が中心になって

政権を担っているわけですよね。その参議院の中のトップと言われている人が、

例えば公の場所で、教育というものに政治的な中立性なんかあるわけがないよ

と、もし公言をしたとしたら、これは教育基本法の精神だとかそういうものが

侵されているとは言えないですか。教育次長でいいですよ。 

 

佐藤教育次長  今のお尋ねについては、政府の質問趣意書に対する政治答弁といたしまして、

そのような発言については真意を図りかねるので、公式な見解はないというの

が政府の答弁でございますので、私どもも、ご本人の発言の真意は図りかねま

す。 

 

内田委員  それだと、この地方議会というのは何のためにあるのかってね。今、私が言
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っているのは、まさに山梨県出身の、元山梨県教職員組合の執行委員長をされ

た方ですよ。その方が今は政治家として、衆議院議員、そして、後は参議院議

員として、しかも今は民主党の参議院の議員会長ですよね。総理大臣が変わっ

たけれども、そのまま会長を引き継いでいますよね。その方が、新聞報道もさ

れて、一般の国民の人たちも知っている、そういう中で、教育の世界、あるい

は教員に、政治的な中立性なんてものはないんだと言っているんですよ。それ

を政府の見解というのは、まさに民主党を中心とした政府の見解ですよね。そ

うすると、教育というのは一体、中立ということはないということになるんで

すか。今の答弁だと私はそういうふうにしか聞こえないんだけども、政府がこ

ういう答弁をしているから、我々も公式な答弁はできませんということなんで

すか。 

 

佐藤教育次長  教育行政については、あくまでも中立でなければならないと、このように考

えています。以上です。 

 

内田委員  それは法律に規定されているから当たり前のことなんだけれども、今、まさ

に教育の中立性みたいなものが侵されている、侵されかかっているんじゃない

ですか。そういうときに、教育長あるいは教育委員長、教育次長としてこの場

で発言ができないということ自体が、私は山梨県の教育委員会ってやっぱりお

かしいなと思うんですよ。それを言っているんですよ。 

 

松土教育長  政治的な中立ということに関してですが、先ほどの一政治家の発言という部

分とはまず切り離してお考えいただきたいと思います。教育が、公教育という

ものが政治的に中立でなければならないというのは、これはいつの時代、どの

選挙、どの党派にかかわることではなくて、公教育というのは、子どもたち、

あるいは未来に対して責任を負う仕事でありますので、いつの時代にも政治的

には中立であるということでございます。私も昨年の４月に就任以来、その姿

勢を保ってきております。 

  先ほどの、ある政治家の発言、これについてということでございますが、人

間の発言というのは、一定の前後関係あるいは脈絡を持って形成されているも

ので理解しますので、そこの部分がわからない私にとってはコメントできない

ものでございます。ですから、それは別の問題として、中立でございます。 

 

内田委員  これ、多分、教育長も見ているから、私、一々示さない。これは最近の新聞

の記事で、これの表題は、その参議院議員の会長さんが、「山教組決起に期待」

と、こういう見出しで出ているんですよ。この内容を読んでみると、これは別

の政党の山梨県のトップの方が、特に現役の教職員の力が弱いという指摘があ

るんだと、そのように訴えたら、輿石さんは、山教組にはいろいろな圧力があ

るとした上で、「でも、必ず立ち上がってくれると思う」と、このように言っ

ているんです。 

  山教組というのは、さっきから私が言っているように、政治団体でもないわ

けですよね。何の団体かというと、教職員組合というのは、結成した目的とい

うのは、自分たちの経済的な地位の向上だとか、そういうことが目的ですよね。

ある１人の政治家あるいは１つの政党を支持するためにつくったものではな

いはずですよね。そういう状況が今、実際の問題としては行われているわけで

すよ。発言としても、だって、そういうことを言っているわけじゃないですか。

そうでしょう。これをこの委員会の中で、「いや、それはある１人の政治家の

発言の一部として、我々はそれには関知しません」と。これだったら、この議
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論はないじゃないですか。教育って、じゃあ、一体何だということですよ。あ

なた方は教育委員会で何をするのかということですよ。そうじゃないですか。 

  それで、資料がたくさんあるので、どれから見せていいかわからないんだけ

れども、山梨県教職員組合という組織のほかに、いわゆる県政連という組織が

ありますよね。これも当然ご存じだと思う。本来は県政連というのは、多分、

教職員のＯＢの人たちの組織だと思うんだけども、でも、現職も入っています。

そういう中で、その大会が開かれた。これ、新聞社にも渡しているから全然オ

ーケーなんだけれども、そこが出したチラシ。山梨県の教職員政治連盟には、

年会費というのはたしかないはずなんですよ。それは規定で、会の運営は寄附

金によって行うということが規約の中に出ているんですよ。にもかかわらず、

これは去年の１０月吉日、１０月です。こちらのほうを見ると、多分１０月の

終わりだと思うんだけれども、今度の参議院の選挙でも、とにかく民主党の候

補者のために戦っていくんだということが一通り述べられた後、いきなりここ

のところに県政連の会長名で、会費２ ,０００円を納入しなさいというのが、

こういうものがついて入ってきたんです。これをだれがだれに渡したかという

と、現職の教頭先生なんですよ。現職の教頭先生がこれを配ったわけですよ。

こういうことが実際に行われているんだけども、多分、私がこれを言うと、「い

や、それは把握していません」と、こういう答弁だと思うんだけども、こうい

うものが堂々と回っている。 

  そうすると、この前の６年前の選挙のときに同じようなことがあったんです

よ。あのときは、校長先生が３万だとか、教頭さんが２万だとか、一般の教員

が１万だとかといって、そういうカンパをして、しかも、その使い道の明細が

なかった。そうでしょう。だって、処分されたわけでしょう。ところが、今回

はそういうことができないから、会費という形でね。会費なんていうのはない

のに、しかも、本文の中には、会費については一言も触れられていないですよ。

いきなりこういうふうになって、振り込み用紙が入ってきた。こういう状況が

あるんですよ。 

  そこで、教育長、これ、調査をしたらどうですか。おそらく教育委員会の中

にも、ファクスだとかこういうのが来ているはずですよ。私のところにこれだ

けの量のものが来ているということは、教育委員会のサイドだって来ています

よ。あるいは、ネットを見ても、いっぱい来ていますよ。確かに、名前は名乗

っていないですよ。だけど、これを見ると、おそらく分会会議だとか、あるい

はオルグだとか、恫喝だとか、説得だとか、あるいは入会カードだとか、こう

いう言葉を使っているところを見ると、これ、間違いなく現職の先生ですよ。 

  それでも調査はしないですか。今まで私は、何回もこの議論をしてきたんだ

けども、過去の教育長はこういう議論をしてもやらないんですよね。だけど、

結局、この前のときは、多分、２４人ぐらいが処分されたんですよ。そうじゃ

ないですか。どうですか。これ、いくらでも差し上げますよ。 

 

松土教育長  先ほど私が申し上げた、県教育委員会という立場での公教育の中立性と自負

しているものは、これは党派とか、あるいは外部団体の活動その他にとか、そ

ういった個々の事案というものを超絶した、これは絶対侵すことのあってはな

らない事実であるとまず考えますので、そこの点を大前提としてお聞きいただ

きたいんですが、いろいろな場面でいろいろな情報というのが入ってくると思

うわけでございます。これは教育厚生委員会であり、私はどのような立場でど

のように発言しても、私の発言は教育長としての公式な発言であるという認識

に立ちますと、やはり、今、内田委員が先にご指摘いただいた形になってしま

うわけですが、一つ一つの情報の事の真偽に関して確信が、確証がとれない、
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そういう時点において、本来、教員のそういった活動について、その服務の指

導、監督をすべき立場である市町村の教育委員会が認知しないこと、また一切

報告しないことにおいて、私が一切飛び越えて、ここでコメントをするという

ことは、これは私たち教育委員会の組織の手続上、私が飛び越えてしまうこと

になりますので、そういった意味でコメントができないという含みでございま

す。 

  そして、何年か前の件ですが、これは法に照らして、明らかに触法行為があ

ったという認知が共通のものになったときに初めて調査は行われるという認

識でございます。 

 

内田委員  私、前の、６年前の選挙に関する資料を持っているんだけど、そのときに、

文科省から何回か来ましたよね、処分が甘いからやり直せという通知が来たん

ですよ。そういうものも持っているんだけども、言っていることは同じですよ。

今のは何か、私、何代か前の教育長さんの答弁を全く出してやりたいんだけど

も。 

  それで、山梨県教職員組合が出している、山梨教育という新聞があります。

これは自分のところの組織が出している新聞です。その中に、当然、執行委員

長さんのあいさつがあるんだけれども、こちらは輿石先生の写真入りの、いろ

いろ協力してくれてありがとうというやつですよ。この中を見ると、あるんで

すよ。執行委員長さんがきちっと言っているんです。何を言っているかという

と、「輿石先生を勝たせなきゃだめだ。我々が一丸となって戦って、勝たせな

ければならない」と執行委員長さんが言っているのに、我々が教育委員会の立

場で、こういうことは法に触れていることじゃないですかと言っても、「いや、

それは市町村の教育委員会が何か言ってこなきゃ、我々は動けない」。動けな

いんじゃないんですよ。そういう調査をしたらどうですか。そういうことがあ

るのかないのかという調査をすべきじゃないですか。それがなかったから、６

年前があったんじゃないですか。そうじゃないですか。 

  同じことを言っていたんじゃ、６年前の教訓みたいなものが全くないじゃな

いですか。そう思いませんか。これは教育次長が先ほど言われましたよね。要

するに、不当な圧力だとか、自分たちも不当な圧力を加える側に立つ可能性が

あると。全くそのとおりだと思うんですよ。つまり、教育というものが、あな

た方の不当な圧力によって壊れるかもしれないんですよ。だって、そうでしょ

う。先ほどそう言いましたよ。我々も教育官僚だと。そういう立場に立つ可能

性も持っていると。全くそのとおりですよ。つまり、不作為というのも圧力に

なるんですよ。プレッシャーになるんですよ。不当な圧力に私はなると思う。

何かをすることだけじゃないですよ。しないということも、教育にとっての圧

力になるんですよ。それを言っているんですよ。行動を起こしたらどうですか。 

  もう１つ示しましょうか。資料はまだいくらでもあるんですよ。これは今年

の１月７日の第２２回参議院議員選挙にかかわる書記長談話です。今度は書記

長さんです。この人が談話として発表したものですよ。この中を見ると、「我々

は何としても参議院議員選挙の勝利に向けて戦い抜くことを正式に組織決定

した」とあるんですよ。組織決定です。組織決定ということは山教組というこ

とですよ。つまり、山教組は一体となって、輿石候補のために戦おうというこ

とを宣言しているんですよ。最後のところ、「輿石先生には教育現場の人たち

がいろいろなことでお世話になってきた。だから、今度は私たち組合員一人一

人が輿石先生の思いを重く受けとめ、当選に向けて最大限の努力をしていかな

ければならない。山教組は本日より組織の総力を挙げ、輿石先生の当選に向け

て全力で取り組んでいく」と、こういうことまで言っているのね。これを「私
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は知りません。直接聞いたわけではありません」と、そういうことなんですか。 

 

松土教育長  私どもの立場というのは、県の教育委員会でございます。それは外部の組織

もしくは団体のほうでどのような活動の方針決定をしたか、あるいは、その中

の執行の役員がどのような表明をしたかという部分と、私どもの見解とは、ど

うしてもそれは申し上げることができぬことはまずぜひご承知をいただきた

いと。 

  また、何もしないことというご指摘がございましたけれども、実は４月１５

日の時点で、選挙が近づく中で、これをしてはならない、あれをしてはならな

いと細かい項目まで入れた通知を出しております。また、６月１日においては、

山梨県のすべての小・中・高、特別支援学校の校長たちを集め、また、６月８

日には全教頭たちを集め、強く指導をしております。それは選挙イヤーである

ということで、いつもよりかはアクセルを踏み込んだ指導をしているわけです。 

  本来、教育の中立というものは、世間がヒートアップしているときには、た

くさんの通知を乱発する、あるいは、世間がそうでないからといって、通知等

をおろそかにする、指導をおろそかにするというトーンをつけるようなことが

あってはならないと思います。ということで、私どもは、不当なことが起きな

いように、県の教育委員会としてベストを尽くして、今日に至っているもので

ございます。 

  また、調査という話もあるわけですけれども、今、私どもは全く中立の立場

で、教育委員会が何らかのアクションを起こすということは、この時期におい

て、教育の中立性というものにどのような影響が出るのか確信が持てないとい

うようなことがございます。以上でございます。 

 

内田委員  私は非常に不思議、別な世界へ今、来たような感じでいるんだけども、そう

すると、山梨県の教育委員会というのは、教職員組合が何かやっても、それに

対して規制をしたり、アクションを起こしたりすることはできないということ

なんですか。教育委員会って何をするところなんですか。市町村の教育委員会

に何か指導するんですか。あるいは、校長先生のところに何かおふれを出すと

いうことなんですか。現場に行って何かをするということもない？ じゃ、大

会なんかに何で来賓として送り込むんですか。あれ、何しに行くんですか。行

ったんじゃないんですか、だれか。あれ、何しに行ったんですか。 

 

佐藤教育次長  教員にも政治活動の自由が保障されておりますが、一方で、教育公務員とい

う立場もありますので、これは地方公務員に対しては地方公務員法、教員に対

しては教育公務員特例法によりまして、国家公務員並みの制限がかけられてい

るわけでございます。禁止されている政治的行為が行われているだろう蓋然性

があるものについては、私どももきちんと調査をし、注意を与えてということ

は当然でございますが、そのように蓋然性がまだ確認できない場合については、

私どもから積極的な取り組みをすることは今のところ、考えておりません。 

 

内田委員  これは私の記憶だと３年半前の知事選のときだと思うんだけども、現職の先

生が個別訪問をやっているという情報が入ってきて、我々は撮影をしに行った

んですよ。それで現場を写真に撮ったんですけど、我々のほうにも良心があっ

たから、そのまま直接出さず、ちょっとぼやかして出したんですよ。そうした

ら、やっとブレーキがかかったんですよ。ということは、そういうものでもな

ければ、教育委員会って動かないということですか。例えばこれは警察の関係

で、警察というのは現行犯でなければ逮捕できないというか、あるいは証拠が



平成２２年６月定例会教育厚生委員会会議録 

- 28 - 

なければ動かないとかという、そういう同じような状況ということ。私にはそ

ういうように思えるんだけども。 

  さっき、教育公務員ってまさに言われましたよね。公務員というのは、すべ

ての、全体の奉仕者だとよく言いますよね。まさにそうだと思うわけね。全体

の奉仕者。今のことでいったら、法に触れるではないかということが行われて

いても、でも、その蓋然性が高くなければ動かないと、そういうことですよね。

蓋然性が高くなきゃ動けないんだと言うんだったらば、教育の世界というのは

何でも行われてしまうということにならないですか。だって、１人の政治家が、

しかも一番有力な政治家がある場所で言った言葉も、それは前後関係がわから

ん、私は直接聞いたわけじゃない、新聞報道で知っただけだと。 

  それならば、教育長が本人にお会いして、確認したらいいじゃないですか。

山梨県の出身の政治家じゃないですか。この教育界から出ていった人じゃない

ですか。だって、組織内候補だと言っているじゃないですか。本人たちは、組

織内候補だと言っていますよ。組織というのは山梨県教職員組合ですよ。その

組織の中の候補だと言っている方なんですよ。前にも、私、これ、言ったはず

ですよ。直接確認したらどうですかと。前後関係を確かめたらいいじゃないで

すか。それすらやらないんですか。一般の県民から見たら、山梨県の教育委員

会って、心もとないなと。こんなことで、子供の教育って大丈夫かなと思いま

すよ。そうじゃないですか。いつになったら動くの。何があったら動くんです

か。 

 

松土教育長  先ほどの前後関係のことについては、前の委員会から答弁させていただいた

とおりでございますので、どのような脈絡の中で形成されたかということにつ

いては言及しないことといたします。 

  まず、私たちが動くというときには、やっぱり触法行為があるという確証が

ある場合、一番適正なる時点で動くということが要求されておりまして、今は

選挙前の大変デリケートな時期であるということが一つございます。 

  また、もう一つは、先ほどご指摘いただきました、職員の団体が公の選挙の

告示する前に、ある特定の政党もしくは候補者を応援しようという意思決定す

るということはどの法に触れるのかという部分において、そこの部分において

調査という段階には及ばないと判断しております。 

 

内田委員  そうすると、私はさっきから、教育の政治的な中立性と何回か言ったんだけ

ど、教育の政治的中立性なんて、だって、保たれないじゃないですか、それだ

ったら。そんなもの、言葉だけであって。そうじゃないですか。要らないじゃ

ないですか。 

  だって、すごく不思議なのは、山梨県の教職員組合というのは、組織率が９

４％とか９５％だと。ということは、考えてみれば、先生たちの中には、公明

党の支持者もいるし、そうですよね、共産党の支持者もいるし、自民党の支持

者もいるし、どこの政党も支持しないという人たちもいるはずですよ。だけど、

組織決定として、しかも、多分、会費というのは、教職員組合というのは会費

というのは納めているわけですよ。月々、かなり大きい金額を出しているはず

ですよ。そういうものが何に使われるかといったら、組織で使われるわけでし

ょう。おかしいじゃないですか、そう思いませんか。 

  そして、これは一般的に言われているのは、何で山梨県の教職員組合の組織

率が高いかというと、それは山教組の支配が暗然としてあるからだと言われて

いるんですね。ほかのところはせいぜい３０％とか４０％だと。だけど、山梨

だけは例外だと。なぜかというと、先生たちに暗黙のプレッシャーがかかって
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いる。要するに、組合に入らなければ、将来、教頭先生や校長先生にもなれな

いと、そういうことも言われている。そういう中で今があるんじゃないんです

か。そこで、この議論を長くやっても、多分、今の答弁だと、先へ進む気配が

ない。教育長はそういうことで、動かないということだからね。動かざること

山のごとしだね。 

  それで、これは多分、前の委員会で別の議員さんがやったと思うんだけども、

教育長の名前で、各市町村の教育委員会あてに、昇給の基準みたいな書類が送

られましたよね。これは教育長が送ったんだから、間違いない。そして、それ

を見ると、昇給というんだから、給料を上げていく基準ということです。Ｓか

ら、Ｓというのは多分、スーパーというのかな、Ｅランクまであるんですね。

これがずっとあって、昇給できるのは、多分、これだとＣぐらいまでじゃない

のかな。ＤとかＥは、これでいくと、多分、昇給しちゃだめということだと思

うんですよ。そうですよね。ここを見ると、ＤのところあるいはＥのところを

見ると、訓告とか、あるいは停職、減給、戒告、そういうことを受けた職員で

すよね。 

  ところが、６年前の例の選挙によって、あの当時、現役の山教組の、たしか、

財政部長さんだったと思います。財政部長さんだった人が、去年の４月の人事

異動の時期に教頭先生になられた。それも１回目の試験でパスをした。多分、

管理職になるにはある一定の年齢があって、その年齢に達して初めて受けた試

験でパスをした。そして、その２年ぐらい前に、その当時の執行委員長さんも

教頭にたしか昇格していたはずです。１９年と２１年だから、間違いないと思

いますね。そういう状況がありましたよね。 

  そうしたら、前年度の委員会のやりとりの中で、刑事罰を受けたなんていう

のはスピード違反をしたようなものだと。だから、それはもう済んでいますと。

だからいいじゃないですかと、そういう答弁があった。これは私が議事録か何

かで見ているから、間違いないと思うんだけども。こういうことまでされてい

ても、これ、さっき私が言った不作為のプレッシャーじゃないんですか。そう

じゃないですか。だって、まさにしないということですよ。押さえない。プレ

ッシャーじゃないですか。その答弁した人でも、だれでもいいから答えて。ど

うしてスピード違反と同じなのかも言ってくださいよ。ちゃんと説明しなきゃ

だめだよ。議事録を持ってこようか。 

 

佐藤教育次長  教員の管理職の登用に当たりましては、まずは市教委の推薦、さらには、本

人の能力を確かめるために、筆答の問題、また、複数の面接官による面接、こ

うしたことを総合的に勘案して、管理職として適する者を登用していくという

わけでございます。 

  前回、私からも答弁をさせていただきましたけれども、その際には、賞も罰

も含め、総合的にこれは判断して、その人物が今後、管理職として務めていく

にふさわしいかどうか、その能力が十分備わっているかどうか、そうしたこと

を勘案した上で、最終的に登用するといった次第でございます。 

 

内田委員  今の、２つの点でちょっとおかしいと思うんだけど、まずは、賞も罰も総合

的に勘案してと言ったけれども、この前の答弁では、賞だとか罰というのは資

料のところには出ていないという話じゃなかったですか。今度は勘案するんで

すか。前の会議録を持ってこようか。賞罰歴は書いていないという話じゃない

ですか。 

 

佐藤教育次長  面接の時点の資料におきましては、面接官は本人の人物をきちんと見るため
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に、そこには、賞とか罰であるとか、そういった情報をあらかじめ先入観とし

て与えないようにしております。そのことで、面接資料には賞や罰は記載され

ていないと、このように説明させていただいたものです。 

  一方、教育委員会の最終的な意思決定に至る間におきましては、当然、私ど

もは、人事の記録として各教員の賞罰については把握しているわけでございま

すから、その点も含めて、総合的に勘案している次第でございます。 

 

内田委員  これは先ほど、多分、管理職の登用というのは前段階があって、学校の校長

先生の推薦みたいなものが要るはずですよね。だから、本来は推薦をする段階

でふるいにかけなきゃいけないのが、そこから上がってくるということ自体が

私は非常におかしいことだなと思うんですよ。 

  これは昇給だから、給料を上げるということですよね。そうですよね、昇給

ということは。ところが、さっき私が言っているのは、昇進ですよね。ランク

が上がっていく、地位が上がっていくということですね。管理職に登用する。

私は、そういう処分を受けた人も給料は上げてやってもいいと思うんだよね。

これはなぜか。生活していくんだから、給料は上げてやってもいいけれども、

少なくとも管理職に登用していくのはいかがなものかって、これ、普通の考え

じゃないですか。これ、こちらが行っていて、いや、これは給料のことだと。

管理職の登用は別ですよと。私はそうじゃないと思う。管理職にはなれないに

しても、給料は保障してやっていくというのが、これが普通の考えじゃないか

なと思うんだけども、どうもこの逆のことを行っているような感じがするんだ

けども、これもこの世界っておもしろい世界だなと私は思うんですよね。そう

じゃないですか。 

 

松土教育長  先ほどの佐藤教育次長と重複する部分があるかと思いますけれども、私、１

２月の議会において答弁した本人でございますので、そのときに、面接試問検

査において、またその後において、総合的にといったものの中にはすべてを含

むということでございまして、そのすべてを総合的という部分は、子どもに対

する指導力、また、管理職としての求心力を持ったリーダーシップ、そういっ

たものが総合的に勘案されてということで、私も実は去年、そのご質問を受け

ている中で、前年度のことでございましたので、繰り返し、その旨は確認いた

しまして、そのような答弁をした次第でございます。 

  それから、今、委員にご指摘いただいたことは、やはり教職員の中に疑わし

いような声があってはならない、また、それがいろいろな影響があってはなら

ない、または教員として立場と、中にいろいろな警鐘を鳴らしていただいたと

いうことと理解しております。 

  ただ、こんな機会でございますので、私もぜひ委員の先生方にお話ししたい

ことが１つだけございます。それは、私が去年の４月１日にこの職に就任して

以来、きょうに至るまで、採用試験あるいは昇任、そういったことに対して、

どのサイドからも何の口きき、あるいは何らかの圧力を私は一度も受けていな

いということをここではっきり申しておきたいということで、そのような誤解

があってはいけないので、そのことだけ申し述べさせていただきます。 

 

内田委員  もう一つ、これ、私が非常に気になっていた部分で、これ、多分、教育長た

ちはこういうのもわかっていると思うんだけども、これは上の組織で日本教職

員組合だと思うんだけども、そこは多分、年間の予算みたいなものを組むと思

うんですよ。全国だから、ものすごい金額に。私の記憶だと、ストライキなん

ていうのがあったころは、年間の予算というのは多分、何百億ですよね。 
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  そして、その中に、一般の組合員さんは多分知らないんだけども、救援規程

というのがあって、大体、年間のトータルの予算の８０％以上を救援規程の金

額が占めているんですね。例えば年間の予算が２５０億だったとすると、２３

０億ぐらいはその予算なんですね。 

  それで何に使うかというと、よくストライキなんかをして、処分された、あ

るいは首になった、そういう人たちを救済するためのお金だと思うんだけども、

それは信じられないぐらいの手厚い処遇がされる。例えば、首を切られたとき

のもらっている給料が２５万だったとしましょう。そうすると、そのときが３

０歳だとして、３０歳のとき、２５万もらっていた先生が、１２年後にもらう

給料を予測するわけです。どうやっていくかというと、毎年毎年、７％ずつ上

げていくんですよ。そうすると、２５万がどのぐらいになるかというと、５６

万以上になるんですよね。その５６万という金額が、一時金というか、首切ら

れたときの、退職したときの手当になるんですよ。すごい金額になるのね。そ

れから、さらにそのほかに、要するに、処分を受けてしまったから、今度は年

金が出ないわけですね。年金にかわるものも、私の記憶だと、たしか、２０年

近く出るはずですよ。５５歳から７３歳ぐらいまでの間は。その基準になるの

も、５６万という金額なんですよね。 

  これは私がその当時のものを今、調べてみると、逮捕されたりとか、あるい

は、いろいろなことがあるんだけども、裁判の費用は一切自分たちで持つとか、

そういうことから始まって、とにかくこれを私が見たときに、どちらも「組」

とつくんだけども、教職員組合も組合だから、「組」ですよね、何か暴力団の

あれと同じだなと。行って、出てくると処遇が厚くなるって、全く同じだなと

いうね。これ、そうですよ、見てみると。家宅捜索だとか、逮捕状だとかを出

された場合だとか、そういうことから始まって、すべてが規定されているんで

すよ。 

  だから、そういう中で今が多分あるんだと思うんだけども、それにしても、

この当時は多分、政党でいうと、私は社会党だと思うんだけども、社会党が支

持されていた時代だと思うので、これが今、民主党に変わっただけだと思うん

だね。そして、ストライキがなくなったって、ここのところがすごい違いだと

思うんだけども、それにしても、こういう状況の中で先生たちだけの組織とい

うのは異様な状態で、一般の社会だったら、多分あり得ないですよ。だって、

刑法に触れた人の生活を見てやろうなんていう組織はどこにもありませんよ。

ところが、それが許されてここまで来たんですよね。 

  私は何でこんなことを言うかというと、労働組合だとかそういうのもそうで

すよ。ヨーロッパとかアメリカから来たものですよね。そうすると、じゃあ、

アメリカの教職員の組合はどうなっているかって、多分、教育長は知っている

はずだと思うんだけども、こういう状況はないんですよね。要するに、１人の

政治家、１人の候補者、１つの政党を支持するということは絶対あり得ない。

だから、規定があって、タッチしないんですよ。政治活動には一切タッチしな

いわけですよ、組合自体は。そういうものでも決めていくしか、私はないと思

うんだよね。これは政権が変わるかどうかなんていうことは別にして、日本の

教育の将来を考えたときに、絶対私はこれはやるべきだと思うんだよね。そう

いう意味では、ヨーロッパやアメリカのほうが私は絶対すぐれていると思うん

だよね。日本の教育界というのはやっぱりおかしいですよ。 

  ここのところを変えていく以外には私はないと思うんだけども、今、やって

いる議論が非常にむなしくてしょうがないんだけども、教育長のほうからそう

いう答弁がないから、「私たちは動きません」という形だからあれなんだけれ

ども、とにかく私の願いとしては、我々だって、自由民主党で押しつけるわけ
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でも何でもないんですよ。そうじゃなくて、子どもたちの教育というのが、ほ

んとうの意味で、日本の将来を担っていくような子どもたちを育てることに先

生たちが専念してほしい。選挙なんかからは解放してほしいんですよ。ほんと

うは、特に若い先生たちはみんな、選挙の時期が嫌だと思っていると思うんで

すよ。 

  そして、もう一つ、これだけは教育委員長にもぜひわかってもらいたいんだ

けども、現場で苦労している先生はいっぱいいるんですよね。教育、子どもを

教えるということで苦労している先生は、私が知っている限りでもいっぱいい

る。そういう人たちが管理職に上がれるようなシステムを絶対つくっていくべ

きだと思う。組合活動に専念した人じゃなくて、やっぱり教育現場で汗をかい

て、子どものために苦労してきた先生たちを上へ上げてほしいんですよ。とい

うことです。 

  議論があっち行ったり、こっち行ったりしたりなんだけれども、とにかく以

上を述べて、私からは終わりたいと思いますけれども、ぜひいろいろな情報が

入ってきたら、それを、そういうことはだめだなんていうことで動いてもらい

たいということです。以上です。 

 

仁ノ平委員  山教組問題も、私、意見としては持っています。本会議、そして、たった今、

自民系会派の委員さんから山教組問題での質問があったのですが、一部重なる

かもしれないし、違ったスタンスかもしれませんが、ちょっと触れておきたい

と思います。 

  山教組の問題は長い歴史があるんですよね。今に始まったことではなくて、

今回の選挙だけが問題なのではなく、６年前だけが問題なのではなく、長い、

本県の教育界の歴史を彩るというか、つくってきた、問題があると言えば問題

を抱えて、ほんとうに長い歴史あっての今日だと思っています。今、内田委員

さんからは、後半はちょっと違いましたけれども、主に７月の選挙の投票を想

定されての質問だったかと思うんですが、私はこれは選挙だけの問題だと思っ

ていなくて、いつも胸につかえていることの１つです。 

  というのは、私は望むべき人間像というか、それはイコール望むべき教員像

であるんですが、今、内田委員の発言を聞きながら、３つ考えていました。１

つは、客観性を持つ力です。相対化する力。もう１つは、自立です。自立と共

生と言ったらいいのかな。そういうときの自立です。もう１つは、自由な心、

自由な行動。その３つが近代人として大事なことではないかなと思ったわけで

す。 

  最初に戻ると、相対化する力、客観性を持つ力で望むことは、何が今、教員

の政治活動として問題となっているかを個々の先生たちが知ることです。教育

次長がお話しいただいた、教育法制上の問題、そして、自民党系の委員さんが

おっしゃる、自分たちのしていることの何が問題かをしっかり把握する力です。

それを望んでいます。 

  ２番目の自立というのは、先生たちから時々、私にもメールが来ます。「助

けてください」というメールが来ます。「選挙で大変です。こういうことをし

なくていいように、よろしくお願いします」と先生からメールが来ます。共感、

同情しながらも、自分で何とかしなさいよと思います。嫌なら嫌と言いなさい。

嫌ならやらなければいいと思います。そうした意味での自立です。昨日、子宮

頸がんを打つか打たないか、自立した判断ができる女子生徒を育ててほしいと

申し上げましたが、先生が自立していなければ、自立した子どもは育ちません。

そうした意味で、嫌だったら、組織の中でノーと言う力を先生たちは持つべき

です。 
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  ３番目の自由な行動、心というのは、私は、先生たちはこういうことをして

いるだろうかといつも思います。いろいろな選挙があります。その選挙のたび

に、すべての候補者のことを調べ、自分はだれを支持しようか考えているかと

いうことです。そういう作業を先生たちはしているかということです。皆さん、

大学を出ていらっしゃいます。学歴の平均は一般の方たちより高いです。組織

が決めた人を素直に応援するのではなく、嫌々だから応援するのではなく、そ

ういう自由な心、自由な行動こそが教員にふさわしいものだと私は思います。 

  残念ながら、その３つがとても私には欠けているように思うのです。本県の

先生たちに、残念ながら、その辺が欠けていると、ちょっと僭越な言い方です

が、いつも感じています。森屋議員が本会議でこのことに触れたとき、あるや

じが飛びました。「放課後は自由だ。１人の人間として何をやっても構わない」。

あっ、構わないなんて言わない。私はそれを思ったとき、放課後も先生は先生

だと思いました。生徒や親や地域の方にとっては、放課後も先生なんですと。

もちろん政治的活動の権利は保障されなければいけないけれども、子どもたち

にとっては、放課後も先生なんです。そのことを重々踏まえてほしいと、その

やじには思いました。 

  ちょっとここまでで切りますが、客観性を持つ力、先生たちは何が問題なの

かわかっているのか、なぜこんな大きな問題に選挙のたびになるのか、嫌なこ

とを嫌と言う力はあるのか、自由な心で選挙のたびに判断をしているのか。ち

ょっと話をここで切ります。教育長、どうでしょう。 

 

松土教育長  今、委員のほうからお話ししていただきましたことは、ほんとうにありがと

うございます。教職員にかかわらず、この部屋で申すならば、教職員以外にも、

行政職の職員、また壁のほうにおられるメディアの方々、また、先生方、すべ

てにとって共通して、大事なところをご指摘いただいたと思います。ただ、衣

食住から投票にかかわるまで、組織決定というものと個人決定というものは、

子どもではありませんので、みんな、それぞれの政治観と人生観、または宗教

観、そういったものを駆使して、最終的な行動を決定しているはずでございま

す。 

  また、放課後ということにつきまして、委員からご指摘いただいたのは、授

業して教壇にいるときと、また、放課後、もう少し自由な立場のときに立った

者の、そこにおける１人の個人としての統率性の問題だと思うんですが、まこ

とに、現場の小・中・高、学年が上がれば上がるほど、教職員の放課後はさら

に仕事に追われ、子どものために、子どもの将来のためにということで時間を

大いにとられております。ご指摘いただくような、放課後のことは、子どもた

ちのためを思って、教員になりたいと思って、教職についた者が、放課後とい

うのはどんなふうに時間を過ごしているのかというと、ぜひほんとうにいろい

ろな形でご支援いただいて、将来の子どもたちの実りにつながるような教育活

動ができますように、私どもも教育委員会という立場で一生懸命していきたい

と思いますので、よろしくお願いいたします。 

 

仁ノ平委員  ちょっと話を変えますが、私は逆に、先生たちはもっともっと政治的であっ

ていいと、ちょっと変な言い方ですが、思うときがあります。それはどういう

ことかというと、先ほどちょっと言ったんですけれども、全部の候補者を調べ

て、ちゃんと勉強して、自分の投票行動を決めてほしいと。そうした意味で、

そういう自由や権利は保障されているのですから、ある意味ではすごく逆に政

治的じゃないんじゃないかなと思っている。そういう勉強をしていない。もっ

ともっと近代人の市民的権利として、ちゃんと政治に向かい合うべきだと逆に
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思います。 

  というのは、私も候補者になるときがあります。３回経験しています。大前

提として言っておきますが、先生たちは大方の方はほんとうにいい方で、皆さ

ん、まじめで、一生懸命教育活動をやっていて、信頼申し上げていることは先

に申しておきます。ただ、教員団体となったときにどうかなと思うので、話を

しているんです。高校の先生と小中の先生って、候補者の私を見る目が全然違

うの。高校の先生たちは真っさらな目で見てくれます。小中の先生は、「ちょ

っと待って、ちょっと待って。この選挙に組織内候補出ていないかしら」と、

そこから始まる。候補者の私に曇りのない目で向かい合ってくれない。すごく

残念。それはある意味で政治的だと言っているのはそういうことです。一人一

人の候補者にきちんと向かい合ってほしいんです。先に決まっているのはおか

しい。 

  もう一つ言います。私の経験です。小学校６年のときに、私には３年生の妹

がいます。小学校３年の妹のところに、担任の先生から、選挙のたびに本が贈

られてきました。ここで言うのが適切かどうかはわかりません。６年生の私は、

６年生になるとわかるんですね、そのとき、すべてがわかりました。そして、

傷つきました。先生というのは、さっき、放課後も先生だと言ったんですけれ

ども、親や子にとっては一種の権力でもあります。そういう物が贈られてきて、

投票依頼をされる。６年生の私は、そういうことをする先生というものを、妹

の担任の先生を信用できなくなりました。そして、傷つきました。そういうこ

とを先生たちがしていると言いたいんじゃなくて、本県の先生が、個人として、

政治活動はいいんだけれども、子どもや親への働きかけというのは、現にその

ように、もっと慎重であるべきだということを言いたいんです。６年生の私は

傷つきました。そして、それは権力だからであります、先生は。現に気をつけ

なければいけない。いかがでしょう。 

 

佐藤教育次長  教育基本法との関連でお答えさせていただきたいと思います。教育基本法に

も、良識ある公民たるに必要な政治的教養は、教育上、これを尊重しなければ

ならないとあります。また一方で、公立の学校ですけれども、学校は特定の政

党を支持したり、これに反対するための政治というのは行ってはならないと。

それから、また同じく、教育基本法の中には、子どもの影響力が強い教員がそ

の地位を利用して、純粋な子どもに対して、特定のイデオロギーというような

ことは許されていない。このように教育の基本原則であります教育基本法でも

こういった理念に基づいておりますので、委員ご指摘の、教員に政治的な教養

をさらに高めるといったことが必要だと思います。 

 

仁ノ平委員  最後にします。これを言っていいかどうかわからないんですが、６年前の委

員会でこのことが問題になったとき、私も教育厚生委員会だったのかな、同じ

ような趣旨の発言を実はしました。そうしたら、翌日、新聞報道されて、山教

組の偉い方が私のところへ飛んできて、私はこっぴどくしかられました、「何

ちゅうことを言うんだ」と。今と同趣旨のことで、私は先生たちのことを思っ

て言いました。「何であなたに怒られるのかわからない」と言いましたら、さ

っき内田委員がおっしゃった、組のような怖さを感じたのも事実であります。 

  最後になりますが、逆説的ではありますが、先生たちにはほんとうの意味で

政治を勉強し、それは必要な素養であるし、教育基本法の中にも、必要な政治

的教育は保障されなければいけないと。アメリカの学校では、高校生で、選挙

のたびに、クラスの中で、どちらの政党を支持するかでディベートが行われ、

２０歳になったときに、１８だったかな、投票できるように、ある意味で健全
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なる政治教育は必要だと私は思っているんです。そういう点、日本でそういう

ことが、選挙の前の模擬投票するなどという教育実践がないように、望むべき

政治教育がないことを逆に私は残念に思っています。それでいて、子供が２０

歳になってすぐ投票しろといったって無理なんじゃないかと思っていますの

で、健全なる政治教育はあるべきだと思っています。 

  そうした意味で、先生たちにもっと曇りない目で政治を見つめ、候補者を見

つめ、もっともっとほんとうの意味で政治的になってほしいと願っています。

最後に答弁を求めて、終わります。 

 

松土教育長  ありがとうございました。私も教員でございますので、ほんとうにお話しし

たいことがたくさんあるわけですが、一個人としてお話の機会があればとまた

思うわけではあるわけですが、これは私ども、教育行政の場におりますので、

やっぱり最後のよりどころというのは、制度及び法令、この遵守というところ

であります。先ほどからご指摘いただいていることについて、私ども、教職員

が法を遵守するよう、引き続き、努力してまいりたいと思います。また、前回

の委員の今のエピソードの中にありますように、きっと今回と同じように、い

ろいろな示唆に富んだお話をされたと思いますが、そのどこを切り取られたか

によってそのような結果になったかもしれませんので、また、全体の脈絡の中

でいろいろとらえていただきたいと思います。ありがとうございました。 

 

その他    ・委員会報告書の作成及び委員長報告については委員長に委任された。 

・閉会中もなお継続して調査を要する事件は、別紙のとおり決定された。 

・常任委員会活動充実の取り組みとして、平成２２年７月２８日（水）午後１

時３０分から第４委員会室で地域医療再生計画と自殺対策について執行部か

ら事情聴取することが伝えられた。 

・５月１８日に実施した県内調査については、議長あてに報告書を提出したこ

とが報告された。 

                          

以  上 

 

                       教育厚生委員長 山下 政樹 


